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特に重要な内容

1本の振動表示

2本の振動表示

●黄色旗区間の追い越し禁止

●急なライン変更をしない

その先にトラブル地点あり危険。
場合によってはコース上に障害物あり。トラブル地点を回避できる速
度まで減速し、注意して走行してください。

車両が走行ライン上に残ってしまった場合など、より危険な状況な状
況の場合表示。十分注意してください。
また、コース脇にてストップした車両の撤去作業中にも表示されます。
※黄旗区間では走行者同士の追越は禁止です。

コーナー進入時にアウトにはらみ、急にレ
コードラインに戻ろうとしたため、イン側か
ら追い越そうとしていた車両と接触すること
があります。急なライン変更はしてはいけま
せん。

レコードラインを走行するライダーも、速度
の遅い車両ほど小回りがきくので突然のライ
ンチェンジ、コーナーでの接触等が予想され
まあす。余裕をもって「前を走行するライダー
の予期せぬ行動」に注意しましょう。

・

・

から　 までが旗の意味の有効範囲となりますA C

追越 OK

事故現場

ポスト

A
ポスト

B

ポスト

C
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Moto フェスティバル イベント趣旨
　ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）では 2021 年より、モータースポーツを仲間や家族と気軽
に楽しむ新たなイベント、「2021 Moto フェスティバル」を年に 2 回、開催いたします。100cc ～
125cc のミニバイクをベースにした車両による 3 時間耐久「Moto ミニ 3Hours」クラスをメインに、
さまざまな方がレースに参加しやすい大会を開催します。

　合い言葉は「みんなで Bike を楽しむお祭り」。“参加しやすさ”に重点を置いたルール作りで、初
めてサーキットを走る方や、競うのではなく仲間や家族で気軽にレースを楽しみたい方を対象とし
ています。メインレースは、100cc ～ 125cc のミニバイクを使用する 3 時間耐久の「Moto ミニ 
3Hours」。市販車状態（ノーマル）に近い車両規則で、お金や手間をかけることなく、3 時間耐久イ
ベントをお楽しみいただけます。
　また、併催クラスにも低排気量バイクの参加しやすいカテゴリーを予定しています。MotoGPTM が
開催されるコースで楽しみながらレースができる機会にぜひ皆さんでご参加ください。

ツインリンクもてぎ
Moto フェスティバル事務局
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【更新情報のご案内】
《ブルテンのご案内》
走行会のご案内や大会の規則変更など、重要な情報は Moto フェスティバルホームページ上に設けられ
る Moto ミニ 3Hours の【ブルテン】に随時掲載させていただきます。Moto ミニ 3Hours の参加者
の皆様はご確認ください。
Moto フェスティバルホームページ　⇒ https：//www.twinring.jp/motofes/

〈主なトピックス〉
・ライダーは満 12 歳以上で、当該年度有効な以下のＭＦＪライセンスを所持していることが条件です。
エンジョイ ･ ピットクルー A･ ロードレースジュニア ･ ロードレースフレッシュマン・ロードレース国内
・「グロメットクラス」は、一般市販車 GROM、MONKEY125、4 速の『HRCGROM レースベース車』
が参加できます。
・「グロメットクラス」の４速の一般市販車 GROM はフルカウリングの装着ができます。
・胸部プロテクション（チェストガード）と脊柱プロテクションは CE 規格「EN1621-2（Level1 または
Level2）」が使用義務です。
・満 22 歳以下、TRMC-S・SMSC ロードコース非会員のライダーは「２輪用エアバッグ機能付きウエア」
を装着しなければ参加できません。
・車両には他の車両との接触等の場合に、ブレーキレバーが作動しないようにブレーキレバープロテクショ
ンの装着を推奨します。（2022 年より装着を義務づける。）
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Moto ミニ　３Hours とは？
　2 輪世界グランプリも開催されるツインリンクもてぎの国際ロードコース（１周 4.8km）を、4 サイク
ルのミニバイクでチーム走行する耐久レースイベントです。決勝（ファイナルイベント）のスタートグリッ
ドは、予選走行でなくくじ引きで決定し、スタートは、あの憧れのル・マン式で車両に駆け寄りスタートし
ます。ライダーの最低走行時間や最長走行時間もありません。ピット回数、ピット滞在時間の制限をし、ピッ
トに戻ったら慌てずピット作業してもらい 3 時間の走行を楽しむイベントです。モーターサイクルスポー
ツの入口として、初心者の方でも手軽に楽しんでいただけるイベントです。サーキット走行の経験が無い
方でも安心して決勝（ファイナルイベント）を迎えられるように、走行する機会、走行ルールを学ぶステッ
プが用意されています。
　モータースポーツは、幅広い多くの仲間と喜びを分かち合える生涯スポーツです。スポーツは、ルー
ルに則って営まれる競技です。会社の同僚、様々な職業の社会人、学生、家族など参加する仲間を募り、
これから走行の安全知識を学び、４ストミニバイク走行会で練習を重ね、ルールやマナーを身につけ、ファ
イナルイベントを是非お楽しみください。

初心者を対象としたイベントのため、走行ルールやマナーを身につける機会が多く設けられています。
①４ストミニバイク走行会
参加を検討されている方に向けて、ロードコースを走行する走行会です。車両規則に則った仕様であれ
ば参加できます。アンダーカウルは装着必須です。
②初心者専用走行枠
４ストミニバイク走行会の中で、初心者専用の走行枠（1 時間程度）が設けられています。走行枠の走
行券を購入し参加します。走行内容は先導走行を基本に行い、ライダー 1 名 1 名に対し個別のアドバイ
スも行えます。
③ビデオ講習
４ストミニバイク走行会にて開催され、参加ライダーは受講必須です。必ず守らなくてはいけない最低限
のサーキットのルール・マナーの要点をまとめたビデオ講習です。

参加の手引き

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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④ロードコース　バスガイド
４ストミニバイク走行会にて開催され、任意参加です。ライダーでなくても、同伴のヘルパーも国際ロー
ドコースをバス見学できます。アドバイザーが搭乗し、コースの各地点で具体的なルール・マナーを説
明します。
⑤安全運転座学
４ストミニバイク走行会等で開催される 1 時間の座学です。参加条件のライセンスがない方の参加資格
にもなっています。
⑥ブリーフィング
４ストミニバイク走行会、公開練習会、決勝（ファイナルイベント）の走行前には必ずブリーフィングを開
催します。コースの状況やルール、走行時の注意点、決勝では進行など非常に重要な説明します。ライダー
の方は、参加確認も行っておりますので全員ブリーフィングに参加をお願いいたします。未参加のライダー
は出走することができません。
⑦サーキットアドバイザー
４ストミニバイク走行会、公開練習会、決勝（ファイナルイベント）にて、先導走行、ブリーフィング、各
ピットやパドックの巡回を通じて皆さんの様子を伺っています。気軽に声かけしていただいて、走行ルー
ルとマナーのアドバイスをもらってください。アドバイザーの方々は一流のライダーやチーム監督ですの
で、ライディングの悩み、車両の悩みなどお気軽にご質問ください。皆様が不安に思っていることや疑問
などを解決するサポートをします。上級者の方も初心者の方もどんどん気軽に質問や相談をしてください。
アドバイザーの方々も皆さんのお役に立ちたいと思っています。
⑧車検相談会・技術アドバイザー
４ストミニバイク走行会では、車検相談会を開設し、車両規則など技術的な疑問や質問をすっきり解決し
ます。決勝（ファイナルイベント）では、現 MFJ 技術アドバイザーにお越しいただき、車両のセッティン
グなど技術的な疑問や質問などが出来ます。車両の悩みは解決しましょう。

●走行が初めての方
特に走行が初めての方、不慣れの方は、４ストミニバイク初心者走行会への参加、４ストミニバイク走行
会の中で行われる初心者走行枠への参加が必要です。
また初心者の方が、初心者専用枠以外で他の方と走行する際は、他のライダーから初心者である事を認
識してもらうために、走行時に黄色のビブゼッケンを着用してください。中級者以上のライダーは、黄色
のビブゼッケンを着用しているライダーに気を遣って走行してください。初心者の方への無理な追い越し
やマナー違反が発見された場合はペナルティーを科す場合があります。参加する全員が無事にイベント
を終了できるようにご協力ください。

ツインリンクもてぎでは、スキルアップを目指したスクールを定期的に開催しています。詳しくは、ツイン
リンクもてぎ（https：//www.twinring.jp/）のホームページから ｢2 輪スクール・走行会※｣ にご参
加ください。その他、アドバイザー、大会事務局に気軽にお声かけください。この Moto ミニ 3Hours は、
初めて参加される方をお待ちしています。
※ ｢2 輪スクール・走行会｣ へ参加する車両は 2 ストローク 125cc 以上 4 ストローク 150cc 以上のロー
ドスポーツモデルに限ります。

●ペナルティー
「みんなで B I K E を楽しむ」ため、安全に走行していただくためにライダー・ピットクルー・応援の方など、
全ての参加者の方にルール・マナーを守っていただく必要があります。
チームのメンバー全員およびゲストがこの参加の手引きと特別規則の内容を熟知していない場合には、
他の参加ライダーの方に危険をおよぼす事があります。またイベントは、参加者全員に公平である必要
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があります。そのため、この参加の手引きと特別規則が守ることが出来ない場合には、ペナルティーを
与えます。

ペナルティーは、重大なもので ｢失格｣ から罰金、ファイナルイベント中のペナルティーストップ、ライド
スルーペナルティー、結果周回数の減算、始末書、厳重注意など、安全面、競技性、悪質性など考慮し
様々です。Moto ミニ 3Hours では、それに加え参加者の皆さんが安全で気持ちよくイベントを楽しん
でいただくためにイエローカード制度を導入しております。危険行為や、ルール・マナー違反、Moto ミ
ニ 3Hours を楽しむ精神に反する行動をとったチームに対し、イエローカードやレッドカードを提示し、明
確な注意をさせていただきます。重大な違反行為には、イエローカードの段階を踏まずにレッドカードが
提示されることもあります。

イエローカード制は、Moto ミニ 3Hours に関する諸手続き、走行会、決勝まで適用となります。レッ
ドカードの提示を受けたチームは決勝に参加することができません。1 年終了するまで継続されます。
決勝時にレッドカードの提示を受けると、退場していただくことになります。また、レッドカードの
提示を受けたチーム員（ライダー、ピットクルー含む）は次年度の参加をお断りします。

●コース
会場は、栃木県芳賀郡茂木町にあるツインリンクもてぎです。640ha の東京ドーム 137 個入る敷地
の中にロードコースの他、ホンダコレクションホール（ホンダ自動車博物館）、ハローウッズ（森のテー
マパーク）、アクティブセーフティトレーニングパーク（安全教育センター）のほか、モビパーク（子
どものりもの体験）やレストランやホテルなどの施設もあります。

「ツインリンクもてぎクラブスポーツ（TRMC-S）」に入会すれば、2 ストローク 125cc 以上、4 スト
ローク 150cc 以上の 2 輪ロードモデルでロードコースを走行できます。その他、イベント日以外の
場内入場が無料になる他、場内利用や購入などの割引があります。

コースは、世界 2 輪グランプリも開催されるツインリンクもてぎ国際格式のロードコースで、右に８
つ、左に６つのコーナー、2 つのトンネルがあり、幅員は 12 ～ 15 ｍ、高低差は 30.4 ｍ、全長距離
4.801km あります。
走行車両がアスファルト路面からオーバーランしても、芝上に落ちないように、縁石が走行ライン付

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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●ライダーの参加資格
以下の４つの条件を満たしていれば、一度もサーキットを走ってなくても、どなたでもご参加いただけます。
１． 年齢が満12歳以上（申込時）

●車両
・GROM、MONKEY125、KSR110、Z125PRO が参加できます。排気量が 100cc 以下の 4 サイク
ルエンジンを搭載した公道用一般市販車も参加できます。その他下記の競技専用車両とクラスにより
参加できる車両が限定されています。
YAMAHA TTR90、
HONDA GROM レースベース車、NSF100、XR100R、CRF100F、XR80、XR70、XR50、
 CRF50、Z50R、ドリーム 50R、
※その他の車両につきましては事務局までお問い合わせください。

近に敷いてあります。また、大きくオーバーランしてもすぐにガードレールに接触しないように、コー
スからガードレールは遠くに設置してあり、オーバーランした地面にはスピードが落ちるよう玉砂利
が敷きつめてあります。気分は世界グランプリライダー、世界配信の映像でばっちり予習復習、コー
ス攻略してください。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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2． MFJの競技ライセンス
3． ライダーの走行経験の条件
4． 安全運転座学の受講（必要当該者のみ）

●参加のステップ
①参加申込み
参加クラス、チーム名、チーム代表者、希望ゼッケンを申し込む。（この段階では、ライダー名、ピッ
トクルー名は不要）Moto フェスティバルホームページの WEB フォームから必要事項を入力し、お
申込みください。WEB エントリーが出来ない環境の方は事務局までお問合せください。
ゼッケンに希望番号がある場合、参加申し込み時に 2 ～ 170 までの番号を選択し申請します。この
申請は任意で、ゼッケン番号は第 5 希望まで受付け、申し込み時の先着で決定します。
ご希望の無いチームにつきましては、大会事務局にて決定いたします。

開　催　日 7月4日（日） 10月31日（日）
申込開始　（代表者登録） 3月26日（金） 7月23日（金）
申込終了　(代表者登録) 5月20日（木） 9月16日（木）
チーム編成登録受付開始 5月6日（木） 9月2日（木）
チーム編成登録受付締切 5月27日（木） 9月23日（木）

チーム登録編成内容変更期限
同ピット申請受付締切 6月3日（木） 9月30日（木）

受理書発送予定日 6月18日（金） 10月15日（金）

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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②参加料支払い
メールで案内される支払い方法を選択し支払います。
｢みずほファクター｣より支払い方法の案内が、登録されたE-mailアドレスに送信されます。送信内容に従い、
クレジットカード支払い、コンビニエンスストア振込み、ジャパンネット銀行振り替えの３つから支払いを選択
し支払います。
③エントリーリスト公開
登録されたE-mailアドレスに「参加者専用情報ダウンロードサイト」のアドレスが送信されます。

「参加者専用情報ダウンロードサイト」に、申込みされたチーム、ゼッケンを掲載した暫定のエントリーを公開
します。
④同ピット申請
別のチーム仲間も参加の場合など、双方のチームに同ピットの希望がある場合、この申請を提出ください。

「Motoミニ　3Hours参加者専用情報ダウンロードサイト」に掲載される｢同ピット申請書｣を出力し、同じ
ピットを希望するチームの情報を記載し、ライディングハートにFAXを送信してください。ピット全体の配分
を考慮し検討しますので、希望に添えない場合もあります。この申請は任意です。
⑤チーム編成登録書送付
支払いが確認されたチームには、チーム編成登録書、誓約書・承諾書をチーム代表者に送付します。
⑥チーム編成登録書登録（郵送）
チーム編成登録書登録、誓約書・承諾書を記載し、ライディングハートに郵送し登録します。
参加車両、ライダー、ピットクルーの確定情報を記載します。
ライダー詳細情報（住所、緊急連絡先、ライセンス番号、誕生日、血液型等）、ピットクルー詳細情報（ライセン
ス番号、誕生日）が必要です。誓約書・承諾書は、必ず署名捺印をお願いします。
Motoミニ　3Hoursは、ライダー2～6名まで、ピットクルー1～6名まで登録できます。
スタートライダーの指定はありません。ライダーの走行時間の管理もありません。
⑦チーム編成登録内容の変更
変更がある場合には、チーム編成登録内容の変更期限内は、1,100円手数料が発生します。この期限を過ぎ
ると変更料30,600円が発生します。
⑧受理書送付
各チーム編成内容を反映し、受理書を発送します。
正式に確定したタイムスケジュール、受理書、クレデンシャルパス（入場証）、車両通行証を送付します。
⑨ピット・パドック割り
専用サイトにピット・パドック割り、タイムスケジュールを公開します。
⑩参加受付書類準備
提出が必要な書類がある場合には、「Motoミニ　3Hours参加者専用情報ダウンロードサイト」に掲載され
ます。
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●代表者ミーティング
参加のステップ、参加に際しての注意事項や心構えを代表者の方に案内します。申請など提出物の抜
け漏れなく、レースウィークにゆとりを持てるよう、代表者の方は責任をもってチームメンバーに周
知してください。特に、初めて参加のチームは、代表者ミーティングへのご参加をお願いします。代
表者ミーティングは、参加は任意で4ストミニバイク走行会にて開催します。

●４ストミニバイク走行会
４ストミニバイク走行会の情報は、Motoフェスティバルホームページで案内されます。年4回開催予
定です。Motoミニ　3Hoursの参加を検討している方、本大会に向け練習する方、参加資格の走行条
件を満たすために参加する方が対象です。12歳以上で、MFJの競技ライセンスがない方は、運転免
許証が必要となります。

開催10日前まで事前にWEBで申込みます。申込みされた方に車両通行証が送られます。当日の参加受付
にて、運転免許証やライセンスを確認し、共済会の支払いをします。1時間程度の走行枠がいくつかあり、希
望する走行帯の走行券を購入し、走行券を車両に貼り走行します。早朝に行われる｢ブリーフィング｣に参加
しなければ当日の走行はできません。ゼッケンは、申込順となっており当日配布します。4ストミニバイクの
書面エントリーは１エントリーにつき¥1,100の手数料が発生いたします。走行会当日の参加受付窓口にて
手数料を支払います。

１ 参 加 申 し 込 み
➡

２ 参 加 料 支 払 い
➡

３ エ ン ト リ ー リ ス ト 公 開
➡

４ 同 ピ ッ ト 申 請
➡

５ チ ー ム 編 成 登 録 書 送 付
➡

６ チ ー ム 編 成 登 録 書 登 録
➡

７ チ ー ム 編 成 登 録 内 容 の 変 更
➡

８ 受 理 書 送 付
➡

９ ピ ッ ト・ パ ド ッ ク 割 り
➡

10 参 加 受 付 書 類 準 備

参加のステップ

〔申し込み事務手続きお問合わせ先〕
〒329-0101　栃木県下都賀郡野木町友沼6601-5
ライディングハート内　　Moto ミニ 3Hours　係
TEL：0280-23-2756（11：00～18：00、日・月定休）
FAX：0280-57-4899
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Motoミニ　3Hoursの車両規則に準拠した車両が走行できます。保安部品は外し、必ずアンダーカウ
ルを装着しなければなりません。また、決勝（ファイナルイベント）に向けて、車検規則に合致して
いるかどうかなど、実車両を見ながら車両の改造や細かな仕様を相談できる｢車検相談会｣を開催して
います。

日　程 イベント名 参加申込み期間
5月6日（木） 4ストミニバイク走行会 4月8日（木）～4月26日（月）
6月16日（水） 4ストミニバイク走行会 5月19日（水）～6月6日（日）
9月11日（土） 4ストミニバイク走行会 8月14日（土）～9月1日（水）
10月11日（月） 4ストミニバイク走行会 9月13日（月）～10月1日（金）

※日程は暫定スケジュールで変更なる場合があります。

●ファイナルイベント当日の流れ
受理書に同封のタイムスケジュールに従って進行します。事前に確認し、チームで流れを確認しましょ
う。
①参加受付
会場に来場したら参加受付を行ってください。当日に余裕ができるように受付や車検は前日に済ませ
るようにお願いします。参加受付では、共済会・ライダーおよびピットクルー登録料の精算、腕章受
取り、グリッドくじ引き、計測器受取りを行います。
②公式車両検査（車検）
車両が車両規則に合致しているかオフィシャルが検査します。事前に車検チェックリスト、ライディ
ングギアチェックシートを記入のうえ、書類、車両、装備品を仮設車検場（43 番ピット）に持ち込
みます。
事前に車両規則をご確認の上、車両を準備してください。なお、ご不明な点はツインリンクもてぎの
車両検査担当までお問い合わせください。

《車両検査の注意点！》
お電話だけでは明確にお答えできない場合がございます。車検相談会を 4 ストミニバイク走行会、ま
たは公開練習会時に行っておりますので、できる限り車両を実際に見せてください。
③スタート前チェック
公式車両検査のあと、スタート前に再度、車検場にて安全のために車両最終チェックを行います。
公平を保つために車両をオフィシャルの見えるところに置く必要があります。これ以降は、車両への
作業はできません。このスタート前チェック以降、車両をピットガレージ内に入れると失格になります。
④ブリーフィング
参加するライダー全員が出席しなければなりません。参加確認リストに署名をお願い致します。チー
ム内で 1 人でも欠席や遅刻があった場合は罰則を科します。イベントの参加にあたって、注意事項や
重要なお知らせ、スタート進行の方法を伝えます。
●公式車両検査（車検）
車検は以下の 2 点を確認します。
・ 公平にイベントができるように、車両がルールに合っているかを確認します。
・ 安全にイベントを楽しめるように、車両が安全かどうかを確認します。
車両の他に、ライダーのヘルメットつなぎなど装備品も検査します。
ワンメイクから改造範囲が広いクラスまで、車両規則はクラスごとに大きく異なります。参加車両は
第 2 章　車両規則を遵守しなければいけません。車両規則違反は、公平性を乱す重大な違反となります。
安全面・公平面に重大な影響がある最低項目を車検で確認します。車検チェックシート、ライディン
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グギアチェックシートを記入・持参し車検を受けてください。
・ 装備品（詳細な内容については第 19 条を参照）
①ヘルメット
外観の傷キズ、MFJ 公認マーク
②レーシングスーツ
ブーツ、グローブ、名前（カタカナ）他人の名前のままは NG、MFJ 公認マーク、やぶれ等
③チェストガード、脊柱プロテクション
外観の傷、ほつれ等、
脊柱プロテクションの外側は、硬質の樹脂製素材でなくてはならない。
レーシングスーツ内側装着タイプを強く推奨する。
脊柱プロテクションは CE 規格「EN1621-2(Level1 または Level2)」の使用が義務です。
胸部プロテクション（チェストガード）は CE 規格「EN1621-2(Level1 または Level2)」の使用が
義務です。
④エアバック（2 輪用）
使用者のみ、やぶれ等
22 歳以下、TRMC-S・SMSC ロードコース非会員のライダーは「２輪用エアバッグ機能付きウエア」の
装着義務です。

車両規則についてご不明な点がございましたらお気軽に下記までお問い合わせください。
ツインリンクもてぎ　モータースポーツ課　MOTO フェスティバル車検担当
電　話：0285-64-0200
FAX：0285-64-0209
※定休日の都合により、2 ～ 3 日お待たせする場合があります。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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●スタート進行方法
①グリッドへ車両移動
通常レースといえば、決勝のグリッド順を決定する予選走行がありますが、Moto ミニ　３Hours は予選
走行がありません。グリッドはなんとクジ引きで決まります！運次第でポールポジションをＧＥＴ！参加受付の
グリッド抽選後にグリッド順が発表されます。サインマンエリア側のグリッドに自身の車両を手押しで並べま
す。スタートライダーの指定も申告も不要です。ライダーはサインマンエリアの対岸のコース左端の白線
に移動します。ピットクルー 1 名は車両を支えます。また、スタートライダーがエアバッグをつけている場
合、もう1 名のピットクルーも車両付近でハーネスを取付けるサポートができます。
②ウォームアップラップ
コースを 1 周ウォームアップラップ走行し、元いたグリッドに車両を並べます。いよいよスタートに備えます。

●スタート
スタートは、憧れのル・マン式スタートです。もう気分は 8 耐 !?
いよいよ旗が振られ、スタートです。台数が多い場合には、最大３グループに分かれて、グループごとに
スタートを行います。気持ちが高ぶって、つい実際のスタートより早く走り出す（ジャンプスタート）方には、
ペナルティーが科せられますのでご注意ください。
スタートの自信がない、皆がスタートした後に自分のペースで最後尾からスタートすることができます。「後
方からのスタート申請書」を記載し期日までに事務局へ申請してください。

●燃料補給
①給油制限はありません。
②各自のピットで給油を行います。
③使用できる燃料の総量に制限はありません。
④ 1 度ピットに入ったら、給油の有無に関わらず第 24 条ピット作業～３）の時間管理区間で 3 分間滞在
しなくてはいけません。給油時は、火災防止のため給油以外の事はできません。ライダーは降車し、エン
ジンを停止し、スタンドをかけ安定した状態で給油を行ってください。給油時には、チームにて事前に消
火器を用意し、火災時にすぐに消火できるように構えてください。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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●ピットイン
決勝レース中３回以上ピットインする必要があります。1 回に 3 分間以上にピット滞在管理区間にい
る必要があります。

●決勝（ファイナルイベント）の一時停止
決勝（ファイナルイベント）中に、天候上の理由、あるいはその他の理由からレースの中断を決定し
た場合、赤旗を掲示するか、｢セーフティーカー｣ を導入する 2 つの方法のいずれかで中断します。
・赤旗
すべてのライダーは最大限の慎重さと注意を持って、それぞれのピットに戻ってください。追越し禁
止です。
・フルコースコーション
ピットに入る必要はありません。走行する車両を全車追越し禁止にし、コース走行を継続します。こ
の状態を ｢フルコースコーション｣ と呼びます。天候上の理由、あるいはその他の理由となるものが
取り除かれるまで継続されます。
コース上の各監視小屋（ポスト）から黄色の旗振動と ｢SC｣ と記載のボードが表示されたら、この状
態です。走行する全車両は追越し禁止です。｢セーフティーカー（Safty Car）｣ を導入することから
｢SC｣ と表示し、この状態を ｢エスシー｣ や ｢フルコースコーション｣ と呼びます。
この状態では、コース上にオイル漏れで、転倒が多発し、部品が散乱しているかもしれませんので、
周囲に注意払い、追突や接触しないよう注意して 1 列に整列し走行してください。この状態中の周回は、
競技周回数としてカウントします。1 ～ 2 台のセーフティーカーがコースインし、競技車両を先導し
ます。天候上の理由、あるいはその他の理由となるものが取り除かれたら、セーフティーカーは、ピッ
トインしレースを再開します。SC の解除で追越しが可能となるのは、ホームストレートのコントロー
ルライン（フィニッシュライン）を通過してからです。気持ちが先走ってしまい、ついライン手前で
追越ししてしまう ｢追越し違反｣ は重大なペナルティーですので、特にご注意ください。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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●ゴール
規定時間を走りきると待ち受けているのは感動のチェッカーフラッグです。このイベントはまずは完走する
ことに意味があります。同一 LAP 数なら同着扱いです。周回数の多いトップ車両からチェッカーが振られ
ます。チェッカーが振られると、ピットレーン出口がクローズされ、コースに入れません。チェッカー時にピッ
トに留まっていた車両は、コントロールライン（フィニッシュライン）の延長されたピットレーン上のライン
でチェッカーを受けることができます。
チェッカー後は、全車は指定場所で車両保管です。正式結果が出るまで車両を保管します。再車検を行う
場合があり、チェッカー後は車両に一切触れないでください。上位車両および抗議の対象となっている車
両は、再車検を行います。分解検査を行いますのでピットクルーの方は分解できる工具を持って車両保管
場所へお越しください。分解検査完了後に、正式決勝結果が発行されるため、正式結果発行には時間が
かかる場合があります。

●表彰
決勝終了後、表彰式を行います。ライダー、ピットクルー、ヘルパーの皆様はご参加ください。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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●賞典
Moto ミニ３Hours では、順位と関係がない多くの特別賞を予定しています。チーム編成登録時の申告の
中から決定する女性ライダー賞、ベストデザイン賞、ベストユニフォーム賞などもあり、多くの参加者が
笑顔で帰宅できる、話題ができる賞を用意しています。

●サーキットのルールとマナー
Moto ミニ３Hours は、お祭りイベントですが、サーキットをたくさんのバイクで走る“スポーツ”です。
参加する全ての方が、ルール、マナーを守っている、という信頼関係がなければ、みんなでバイクを楽し
む事ができません。
楽しんでいただくためには、この参加の手引きと特別規則の内容についてチームのメンバー全員が熟知す
ることが必要です。
サーキットを走行する者は、ルールとマナーの共通認識のもと、安全に走行しなくてはなりません。走行
経験の参加資格は、安全に楽しんでいただくための最低基準です。怪我なく安全走行を楽しんでもらうた
めには、さらに練習を重ね、安全に走行するための知識を学ぶことが非常に重要です。以下が基本内容です。
①コース走行するものは全て、シグナルおよびフラッグを確認し、それに従う義務があります。
②通常予想できない地点での不必要な急減速をしてはなりません。
③いかなる場合も、逆方向への走行あるいは規定外のコースを走行してはなりません。
④直線部分では、前車を追い越す以外の目的で進路を著しく急激に変更することは禁止されます。
⑤他のライダーの走行を妨害するような走行をしてはなりません。
⑥必要以外にハンドルから手を離したり、足をステップから離し、また、外に突き出したりするような危険
な姿勢をとってはなりません。
特に走行中のルール違反、マナー違反については、走行中の他の参加ライダーの方に危険がおよぶ場合
があります。やむを得ず走行時に接触したなどの場合には、相手が怪我をしてないかなど気遣う思いやり
が必要です。
・コース
ロードコースは、右回りの一方通行で、各コーナー・カーブに名称がつけられています。コースには、レコー
ドラインと呼ばれる仮想ラインがあります。実際のコースに線が引かれているわけではありません。レコー
ドラインは、コースを無理なく出来る限り安全にかつ速く走るための理想的な走行軌跡の事です。排気量
や運転技術で若干の差がありますが、コース走行しているどんな車両も、おおよそ全て数ｍ幅の同じ走行
軌跡を走行します。幅広いコースですが、その中でも車両が走行する（仮想のコース）目に見えないある
一定のラインがあるイメージです。サーキット走行では、このレコードラインを走行する車両が優先し、レ
コードラインを走行する車両を妨げてはなりません。



− 18 − − 19 −

レコードラインイメージ図
※車両やライダーの運転技術によりレコードラインは異なります。この図はイメージです。

スロー走行車は、ツインリンクもてぎの場合コースの右端を走行しなければなりません。レコードラインを
走行するライダーを妨げないよう配慮しなければなりません。
・コースイン
後続車に手で合図をして、第 4 コーナー立ち上がりまでコース右側を走行してください。後続の車両の走
行を妨げないようにしてください。
※コースイン直後にレコードラインに合流して、追突事故になった事例があります。大変危険ですのでコー
スイン時は、4 コーナー立ち上がりまで右側を走行してください。
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すでにコースを走行している車両とコースインした車両の衝突を避けるために、ピットレーン終わり
からコース上に白線があります。この白線を越えてコースインするとレコードラインと重なり大変危
険です。白線を越えてコースインした場合は罰則を科す場合があります。

コースイン時の注意

第１コーナー

第２コーナー

第４コーナー

手を挙げて
後続に合図!

４コーナー出口までは
右側走行（厳守）

第３コーナー

白線
コースイン時は
特に注意！

第１コーナー
第２コーナー

・ピットイン
ピットインする車両のライダーは、V 字コーナー出口より後方を確認したのち、コース右側に車両を
寄せ、手または足でピットインの合図を行なったのち、安全を確保しピットレーンを徐行しなければ
なりません。
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ヘアピンカーブピットイン時の注意

９０度コーナー

ピットレーン入口

第２アンダーブリッジ

ヴィクトリーコーナー

ダウンヒルストレート
手を挙げて
後続に合図

Ｖ字コーナーを通過したら右側走行を厳守
手を挙げて後続に合図、急に減速しない！追突注意！

・コースアウト
①コースアウトしたら、コースから外れ安全な場所へ車両を移動してください。絶対に、コース脇で
再スタートを試みてはいけません。
②コース上やコース脇で車両を押してピットに戻ることは禁止です。レッカー車が回収に迎えにいき
ますのでガードレール外側でお待ちください。
③コースに復帰する場合は後方を確認したのちコースに復帰することができますが、マシンの確認（破
損・オイル漏れ・グラベルの砂利等）も留意してください。
④トラブルなどで走行を止める場合は、マシンをコース外の安全な場所に止めてから退去してください。
⑤自分が転倒もしくは故障で停止した場合、二次災害の防止つまり後続車にひかれる、あるいは後続
車を転倒させる等の事故の増大を防止するように心がけてください。
⑥転倒したら状況判断によりまず安全な場所へ避難してください。特にオイルによる転倒は、後続車
も同じ場所で続々と転倒してくる可能性があるので注意してください。
⑦安全な場所から、でき得る限り後続車へ知らせる努力をすること。安全なタイミングを見て電源と
燃料コックをオフにして火災やガス漏れを防止してください。また、可能な限り散乱部品を撤去して
ください。
⑧ガードレールの外に出るまでは、ヘルメットを着用してください。
⑨転倒したマシンは、オイル・ガソリン等をこぼす場合が多いので、転倒車両を目撃したら次の周回
は充分注意して走行してください。
⑩安全な場所にてマシンが走行可能かどうか確認した後、コース復帰できます。
⑪オイル・ガソリン・冷却水・ブレーキオイル等の漏れがないか確認する。漏れがあった場合は、無
理にピットまで帰還しないでください。
⑫走行に危険がある部分の破損、重要保安部品の破損、または破損部が鋭利になっていないかを確認
してください。
⑬カウリング内に泥、砂利、草等が入っていないか確認し、また、タイヤに泥が付着したままライン
上に復帰しないでください。
⑭後方の安全を充分に確認して余裕を持ってコースに復帰してください。
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●ピット・パドックの使用方法
パドックとは、競技車両を降ろしたり積載車両、来場した車両を駐車するスペースです。

パドックは、走行者の往来が多く接触事故も発生するため、ペットの同伴の他、マシンのウォーミン
グアップ走行やブレーキテストは出来ません。特に、本イベントでは自転車以外の車輪のついた乗り
物（キックボード、原動機付き乗り物、セグウェイ等）は禁止です。決勝（ファイナルイベント）時は、
パドックの駐車場所が指定される場合があります。

盗難および事故につきましては責任を負いかねますので、各自責任を持って管理してください。
ピット・パドックは、ガソリンや多くの可燃物を取り扱うため、火気厳禁です。タバコはコントロー
ルタワーブリーフィングルーム出入口の灰皿のあるエリアで喫煙してください。

©RTしめきり（さいとー栄、左折、おりもとみまな）
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ごみはお持ち帰りください。場内で回収するごみは、燃えるもの（紙、ビニール類）、カン・ビン、ペッ
トボトル、廃油、砂利、金属クズです。指定のごみ箱へ分別して入れてください。廃油入れには、ガソリン・
クーラントを入れないでください。タイヤ、バッテリー、エンジン、フレームなどの粗大ごみはお持
ち帰りください。

ピットボックスとは、パドックと競技コースをつなぐ、走行の準備・競技車両を整備するエリアです。
４ストミニバイクでは、ピット・パドックは指定されません。決勝（ファイナルイベント）では、各チー
ムのピットボックスが指定されます。

ツインリンクもてぎでは、屋内のピットボックスが 45 個あり、ピット側、パドック側にシャッターが
ついており、車両整備することができます。ピットボックス 1 つは、奥行きが 12 ｍ、幅が 5 ｍ、高
さが 3 ｍあり、照明、電源コンセント、アース線、エア配管、計測された結果やツインリンクもてぎ
場内に配信されるモニターが完備されています。ピットの電源コンセントは容量を超えて使用すると
ピット全体のブレーカーが落ちます。できる限り発電機をご使用ください。

ピットボックスは他のチームと共有です。お互い譲りあい、使用している皆さんが不快にならないよ
うにご協力ください。
ピットクルーの方は、安全のためかかとの固定された履き物を着用し、長袖長ズボンを着用してくだ
さい。

ピットボックスの鍵を借りる場合は、必ず同じピットに入る全チームの同意を得た上で、9：00 ～
17：00 の間にコントロールタワー 1 階の受付カウンターにて受付をしてください。全チームの同意
が得られない場合、鍵は貸し出せません。なお、鍵を紛失した際は、補修費用を頂きます。

ピットサインエリアは、走行しているライダーにサインを出す場所です。ピットレーンとロードコー
スを挟むように、ピットサインエリアという場所があります。多くのピットクルーがここに滞留する
と危険なので、各チーム 2 名の制限があります。ピットサインエリアに行く際は、走行している車両
に接触しないように、十分注意してピットからピットレーンを横断してください。MS 共済会に加入し
ピットクルー登録され、ピットクルー腕章を身につけた人のみ立ち入れます。ピット作業エリア～ピッ
トサインエリアは、お子様の立ち入りはできません。ピットクルーのみ立ち入ることができます。ま
た着ぐるみ等視界や行動を制限されてのピットレーンの横断はご遠慮ください。
ピットサインエリアはコースに接しているエリアなので、傘・パラソル・のぼり等、風で飛ばされや
すい物は持ち込まないでください。雨天の場合にはカッパ着用してください。サインマンエリアに陽
よけやイスを設置する場合には、同じエリアを使用するチームや隣のチームに配慮し、迷惑とならな
いようにしてください。

ピットレーン（ピットボックス前の部分）は、次の 3 つに区分されます。60km/h 以下の速度で徐行
してください。ピットレーンでの追い越しは禁止です。
①減速区域 ： ピットサインエリアとコース側黄色破線の間の部分。ファストピットレーン。
ピットインおよびピットアウト専用の区域です。
②補助区域 ： コース側黄色破線とコンクリート路面の間の部分。
減速区域から停車区域、あるいは停車区域から減速区域へ移動する時に通過する区域です。イベント
役員を除き、この区域にとどまることは禁止です。
③停車区域（作業エリア）： コンクリート路面とピットボックスまでの部分。
ピット作業のための部分であり、車両の停車を行う区域です。走行禁止です。
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●競技参加者の遵守事項
参加する皆さんが気持ちよく参加でき、モータースポーツへさらに多くの参加者が楽しめるように、
競技に参加の方は以下の遵守が必要です。※ MFJ 国内競技規則書『競技参加者の遵守事項』より抜粋
15‒1 競技参加者は、次の事項を守らなければならない。
15-1-1   競技会の会場においては、観客やメディアに対してモーターサイクルスポーツのイメージ

を損なわないよう、言動や服装に配慮しなければならない。
15-1‒1-1   常にスポーツマンとしての態度を保ち、下品な言葉や行動は厳に慎まなければならない。
15-1-1-2 差別的な発言や他者を貶めるような発言は慎まなければならない。
15-1-1-3 人種や性差別等、不適切なメッセージや表現の書かれた衣服を着用しない。
15-1-1-4 刺青（タトゥー）を露出することは慎まなければならない。
15‒1‒2   MFJ 国内競技規則及び、当該大会の特別規則、公式通知を熟知しその定めに従わなければ

ならない。
15‒1‒3   競技会中は、MFJ 国内競技規則並びにその他諸規則に従って行動し、すべての行動に対し

て責任を持たなければならない。
15‒1‒4   国内競技規則および競技管理上のあらゆる規定および競技役員の指示に従い、かつレース

場以外では一般公道の交通規則を遵守しなければならない。
15‒1‒5   競技に関する業務についている者およびライダーは、アルコール類あるいは薬品（興奮剤、

麻薬等）によって精神状態をつくろってはならない。
15‒1‒6 別途定めるアンチドーピング規則を遵守すること。
15‒1‒7 競技会中は、有効なライセンスを必ず携帯していなければならない。
15‒1‒8   競技会に参加することが認められた者が出場しない場合（競技現場での不参加を含む）は、

正当な理由をもって、その旨を主催者に通告しなければならない。
   この通知を怠るか、または欠場の理由が正当でない場合、主催者は速やかに大会審査委員

会に報告し、ペナルティーを求めることができる。
15‒1‒9   競技期間中にけがをした場合は、程度にかかわらず必ず医務室で受診するか、大会事務局

に通達し、負傷の記録を残さなければならない。当日、やむを得ず通達が出来なかった場
合は、事故日から 5 日以内に大会事務局に通達しなければならない。負傷者名簿に氏名が
無い場合、保険金の請求は出来ない。

15‒1‒10   ライダーまたはエントラントが集団で競技または予選を欠場した場合、または、そのよう
な働きかけをした場合、主催者は速やかに国内規律裁定委員会・MFJ 中央審査委員会に報
告し、ペナルティーを求めることができる。

※減速区域や補助区域に停止したり、停車区域を走行して自己のピットに戻れません。コース走行同
様にピットレーンの逆走もできません。
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15‒2 特にライダーは、上記のほか次の事項を守らなければならない。
15‒2‒1 他のライダーの走行を妨害するような走り方をしてはならない。
15‒2‒2   競技中（公式練習も含む）は、他人の迷惑、または危険を伴うような行為をしてはならない。
15‒2-2‒1   競技中（公式練習も含む）、他の選手に対して言葉やジェスチャーによる威嚇行動も妨害と

みなし、このような言動をとった場合、罰則の対象とされる。
15‒2‒3   車両は、それ自体が持つ動力およびライダーの筋力、または重力などの自然現象以外の方

法で、走ったり、加速したりしてはならない。
15‒2‒4 特に規定されていない限り、他の者の援助を一切受けてはならない。
15‒2‒5 競技中の車両には、いかなる者も同乗させてはならない。
15‒2‒6   ライダーは、コース（ランオフエリアを含む）にいる間は、MFJ が公認したヘルメットを

装着しなければならない。
15‒2‒7   競技監督が必要と認めた場合、ライダーに対し医師団長もしくは指定医師による診断を受

けさせ、競技出場の健康上の理由による可否を最終的に決定することができる。
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第１章　Moto ミニ 3Hours 特別規則

公　示
2021 Moto ミニ 3Hours は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）承認のもと、
2021 MFJ 国内競技規則および競技会特別規則に基づいて開催される。

第 1 条　競技会の名称・格式
2021 Moto ミニ 3Hours

第 2 条　主催者
●株式会社モビリティランド
〒 321 − 3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120 − 1
TEL：0285 − 64 − 0200 　FAX：0285 − 64 − 0209
●エムオースポーツクラブ　 （M.O.S.C）
〒 321 − 3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120 − 1
TEL：0285 − 64 − 0202 　FAX：0285 − 64 − 0209

第 3 条　開催場所とコース
～ 1）開催場所
ツインリンクもてぎ
栃木県芳賀郡茂木町桧山 120 − 1
TEL：0285 − 64 − 0200
～ 2）コース
ツインリンクもてぎ　ロードコース　フルコース：4.8013km

第 4 条　大会役員
大会役員は、公式プログラムに示す。

第 5 条　参加資格
～ 1）チーム代表者
　　  本特別規則、参加の手引き、走行のルール・マナーを理解し、責任を持ってチーム員を統制できる者。
～ 2）ピットクルー
　　  申し込み時に満 16 歳以上であること。
～ 3）ライダー
　　  チーム編成登録受付締切時に満 12 歳以上で、チーム登録編成内容変更期限までに、当該年度有効

な以下のＭＦＪライセンスを所持していること。
　　・  エンジョイ　・ピットクルー A　・ロードレースジュニア
　　・ロードレースフレッシュマン　・ロードレース国内　
～ 4）ライダーの走行経験の条件
　　参加ライダーは以下のいずれかの条件を満たさなくてはならない。
　　① 2019 年のＤＥ耐！決勝を走行。
　　②   2020 年以降のツインリンクもてぎのロードコースにて、2 輪スポーツ走行しくは 2 輪スクー

ルプログラムを事前に予約をしてから 1 時間以上を走行。
　　③   2020 年以降にツインリンクもてぎで開催された４ストミニバイク走行会を走行。
　　④   2020 年 4 月以降にツインリンクもてぎのロードコースで開催の 2 輪レースに参加。
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　　⑤決勝前日の特別スポーツ走行を走行。
　　⑥ 7 月 4 日の決勝を走行。(10 月 31 日参加の場合のみ )
～ 5）ライダーの ｢安全運転座学｣ 受講義務
　　  「MFJ エンジョイライセンス」および「MFJ ピットクルーライセンス」での参加者は、当該年

開催の『安全運転座学』を受講しなければならない。ただし、ツインリンクもてぎロードコース、
北ショートコース「TRMC-S」会員の参加ライダーは、｢安全運転座学｣ の受講は免除される。

　　  「安全運転座学」は、４ストミニバイク走行会時に無償で開催される。決勝（ファイナルイベント）
日の「安全運転座学」は有償 3,000 円で早朝に開催される。

　　  ※鈴鹿サーキット走行ライセンス「SMSC」会員でも「ＭＦＪエンジョイライセンス」「MFJ ピッ
トクルーライセンス」での参加者は、当該年度の「安全運転座学」受講が必須となる。

　　  ※ Moto ミニ限定会員入会には、所持ライセンスに関わらず当該年度開催の「安全運転座学」受
講が条件となる。

第 6 条　開催日程・開催クラス
～１）開催日程　　2021 年 7 月 4 日（日）および 2021 年 10 月 31 日（日）
～ 2）開催クラス　  グロメットクラス（GROM、MONKEY125）、KSR110 クラス、Z125PRO クラス、

Moto ミニクラス、
　　　　　　　　　エンジョイクラス、NSF100 クラス、GROMCUP クラス

第 7 条　参加申込み・チーム編成登録書送付先
●参加申込み先
　〒 321-3597  栃木県芳賀郡茂木町桧山 120 − 1
　ツインリンクもてぎ　モータースポーツ課　Moto フェスティバル事務局
　TEL：0285 − 64 − 0200 　FAX：0285 − 64 − 0209
●チーム編成登録書送付先
　〒 329-0101　栃木県下都賀郡野木町友沼 6601-5
　ライディングハート内　Moto ミニ 3Hours 係
　TEL：0280 − 23 − 2755　（11：00 ～ 18：00、日・月定休）
　FAX：0280 − 57 − 4899

第 8 条　参加申し込み
～ 1）  Moto フェスティバルホームページより、原則ウェブエントリーのみとする。但し、特別に事務

局が認めた場合に限り、現金書留、直接持参での申込みも可とする。
～ 2）申込み定員は、先着順で以下とする。
　　160 台（内主催者招待 10 台）
～ 3）  参加申込みは、チーム代表者、参加クラス、チーム名、希望ゼッケンを申し込む。
～ 4）  申込みの後、案内される方法にて参加料支払う。参加料支払いをもって申込みを完了とする。
～ 5）  ゼッケンは、参加申込み時の希望ゼッケンを先着順にて大会事務局で決定する。
～ 6）  申込み締切り後、チーム編成登録書、誓約書・承諾書がチーム代表者に送付される。
～ 7）代表者の 1 名はライダーまたはピットクルーを兼任できる。
～ 8）  ライダーは 2 名～ 6 名まで登録できる。同日開催の別レースにライダーとして重複して登録で

きない。
～ 9）  ピットクルーは 1 名～ 11 名まで登録できる。ライダーとピットクルーの兼任はできない。
～ 10）  チーム編成登録は、参加車両、ライダー、ピットクルーの詳細情報（住所、緊急連絡先、ライ

センス番号等）を登録する。※インターネットによる情報入力のチーム編成登録も可能。入力
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するアドレスはチーム編成登録書で案内される。
～ 11）  60 歳以上のライダーは、年に一度ご自身で健康診断や心電図検査を実施し、モータースポー

ツにするにあたり問題ない確認することを推奨する。
～ 12）参加申込期間およびチーム編成登録書および誓約書の送付締め切り

開　催　日 7月4日（日） 10月31日（日）
申込開始　（代表者登録） 3月26日（金） 7月23日（金）
申込締切　(代表者登録) 5月20日（木） 9月16日（木）
チーム編成登録受付開始 5月6日（木） 9月2日（木）
チーム編成登録受付締切 5月27日（木） 9月23日（木）

チーム登録編成内容変更期限
同ピット申請受付締切 6月3日（木） 9月30日（木）

受理書発送予定日 6月18日（金） 10月15日（金）

～ 13）承諾書・誓約書は、署名捺印をすること。鉛筆、消せるボールペンで記入は認めない。
～ 14）  20 歳未満のライダーは参加申込書の誓約書・承諾書に親権者または保護者の署名と実印の捺

印とその印鑑証明書（3 ヶ月以内に取得したもの）を必要とする。ただし、事前に年間の誓約
書・承諾書、印鑑証明書を提出している場合、当該大会において印鑑登録証明書は提出不要だが、
当該大会の署名捺印（印鑑証明の捺印）の誓約書・承諾書は提出すること。

～ 15）  参加申込者に対しては締切後、大会事務局から参加受理または、参加拒否が通知される。参加
を拒否された申込者に対しては、参加料が返還される。（ただし、事務手数料金として 7,000
円を差し引く）

～ 16）  参加申込後、参加を取り消す申込者に参加料は返却されない。
～ 17）  完全に提出できないものは、いかなる理由があろうと競技に参加することはできない。
～ 18）  大会組織委員会は、理由を明らかにする事なく、参加申し込みを拒否する権限を有する。参加

申し込みの拒否に関しては締め切り後に連絡する。

第 9 条　ライダー
～ 1）  チーム編成登録受付締切時に満22歳以下、TRMC-S・SMSCロードコース非会員のライダーは「２

輪用エアバッグ機能付きウエア」を装着しなければ参加できない。「２輪用エアバッグ機能付き
ウエア」は、チーム内での共有使用できるが、転倒後のエアバッグ展開に備えて予備のエアバッ
グ・ボンベ等推奨する。

～ 2）ライダーは、以下の名称とし腕章の色にて識別される。
　　○Ａライダー・・・赤色　　　　○Ｄライダー・・・白色
　　○Ｂライダー・・・黄色　　　　○Ｅライダー・・・桃色
　　○Ｃライダー・・・緑色　　　　○Ｆライダー・・・青色
～ 3）決勝でのライダーの走行の順番、走行時間は制限しない。
～ 4）  スタートするライダーは、走行経験が豊富で安全にスタートをできる者とする。初心者はスター

トライダーをできない。
　　　スタートライダーの申告や申請は不要とする。
～ 5）ライダー腕章を、走行中必ず右腕上腕部に装着すること。

第 10 条　ピットクルー
～ 1）  ピットクルーとは、車両に直接触れ作業する者、およびピット作業エリア～ピットレーン～ピッ

トサインエリアに立ち入る者をいう。ピットクルーの登録をしていない者が上記行為を行った
場合はチームに対して罰則が与えられる。
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～ 2）  ピットサインエリアに立ち入ることができるのは、登録されたピットクルーおよびライダーの
中から 2 名までとし、サインエリアに立ち入り際には、サインマン腕章を着用しなければなら
ない。

～ 3）  ピットクルーの服装は、安全上長袖長ズボンとし、事故防止のため履物はサンダル、ハイヒー
ル等は禁止とする。

～ 4）  ライダーを別チームのピットクルーとして登録することはできない。

第 11 条　クレデンシャル（身分証）と車両通行証
～ 1）  参加申し込みが正式に受理された参加者には、指定登録されたライダー、ピットクルーなどの

身分証が主催者より送付され、特別スポーツ走行日当日より有効となる。
～ 2）  参加者のサービスカーは、大会事務局が交付する通行証を貼付していなければパドックへの通

行ができない。また、駐車中も通行証を車の前方から見える位置に提示すること。通行証を確
認できない場合は予告無しでレッカー移動する場合がある。

～ 3）  パドック通行が許される参加者のサービスカーは、原則として参加 1 チームにつき、第１パドッ
ク・第 2 パドック 2 枚とするが、参加台数により増減する場合がある。

～ 4）  クレデンシャル（身分証）は、登録人数分を送付する。
～ 5）  パドックおよびツインリンクもてぎ内における通行、駐車、行動の指示は公式通知と案内標識

に従わなければならない。駐車場所以外に車両を駐車した場合は、レッカー移動し、参加者に
罰則を科す場合がある。

～ 6）  交付された身分証や通行証は他に貸与・転用してはならない。貸与・転用した場合、また、複
製等不正使用した場合は 1 件につき罰金 1 万円を科す。

～ 7）  身分証、通行証を紛失または破損した時は事務局に再交付の手続きを取り、再交付を受けること。

第 12 条　参加料、登録料と共済会掛け金
～ 1） 参加料および共済会掛金
　　参加料　40,000 円（税込）／１チーム
　　  参加料とは別に、以下の登録料と MS 暫定共済会費を当日の参加受付にて支払わなければならない。

TRMC-S・SMSC 会員 TRMC-S・SMSC 非会員
ライダー 0 円 登録料 3,200 円 +MS 暫定共済会費 7,000 円

ピットクルー 登録料 700 円 登録料 700 円 +MS 暫定共済会費 500 円
※登録料は、チーム編成登録時に発生する。登録削除しても支払わなければならない。

項　　目 料金（税込） 備　　考
ピットクルーの変更・追加・削除手数料（1名） 無料 参加受付時のみ対応

ライダー変更手数料（1名） 1,100円 チーム編成登録締切～
チーム編成内容変更期限

ライダー変更手数料（1名） 11,000円 チーム編成登内容変更期限以降
ライダー削除手数料（1名） 1,100円
その他の登録内容の変更 5,100円

車両変更手数料（1台） 5,000円 ※競技監督が認めた場合に限る。
参加申込締切～公式車検前

車両の1部品（エンジンまたはフレーム）
変更手数料（1台） 10,000円 ※競技監督が認めた場合に限る。

公式車検以降～

第 13 条　料金規定
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第 14 条　もてぎ鈴鹿（MS）共済会
～ 1）  ツインリンクもてぎにおいてスポーツ走行および競技に参加出場するライダーおよびピットク

ルーは MS 共済会に加入しなければならない｡
～ 2）  MS 共済会は年間加入または暫定加入とする。
　　①  年間加入は TRMC-S 会員もしくは SMSC 会員として登録され所定の共済会費を納めた者のみと

する｡
　　　〈走行会員／ 10,000 円・ピットクルー／ 4,000 円〉
　　②暫定加入は当該大会（特別スポーツ走行、予選、決勝）のみ有効とする。
　　　〈ライダー／ 7,000 円・ピットクルー／ 500 円〉

第 15 条　参加受付（書類審査）
～ 1）  参加受付時に下記の書類を提示もしくは提出しなければならない｡ 不備がある場合は参加を認

めない。
　　①参加受理書
　　②登録料・共済会費
　　③自家発電機 使用申請書
　　④チームプロフィール
　　⑤その他　主催者が指定したもの
　　※「車検チェックシート」「ライディングギアチェックシート」は事前に記載し、車検で提出。
～２）参加受付前の指定期日までに事前に送付が必要なもの
　　①ライセンスコピーシート（MFJ・TRMC-S・SMSC ライセンス）
　　②チーム編成登録書
　　③誓約書

第 16 条　参加車両
～ 1）本規則書題 2 章車両規則　基本仕様に合致した車両でなければならない。
～ 2）ゼッケンナンバー
　　  数字がはっきり読めるように、また太陽光の反射を避けるために、他の色同様につや消しで書か

なければならない。蛍光色は禁止とする。数字の字体は、Futura Heavy を基準とするゴシック体
とする。また、影付き文字などは認められない。

車両通行証再発行（1枚） 5,100円
クレデンシャル再発行（1枚） 5,100円

トランスポンダー補償料（1個） 55,000円
ピットサインマン腕章（1枚） 1,200円

ライダー・ピットクルーの登録削除を行った場合は削除に関しても登録料を支払わなければならない。

ゼッケン色一覧
クラス ベース色 文字色

グロメット（GROM・MONKEY125）クラス
黄 黒KSR110クラス

Z125PROクラス
Motoミニクラス 白 黒
NSF100クラス

赤 白エンジョイクラス
GROMCUPクラス 黒 白
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第 17 条　自動車番読取装置（トランスポンダー）の装着
～ 1）  全ての参加者は主催者が用意した自動車番読取装置を車検時までに装着し、ファイナルイベン

トを通じ装着していなければならない。取り付けを拒否した場合、当該車両およびライダーは
出走を認められない。

～ 2）  自動車番読取装置の配布は、選手受付時に行い、返却については車両保管解除後３０分以内とする。
万一破損・紛失した場合、1 個につき 55,000 円が主催者より請求される。

～ 3）取り付け方法および箇所について
　　①  自動車番読取装置専用ホルダーを指定の場所にタイラップ等で確実に固定すること。
　　②  地面から 60cm 以内で、熱や振動の受けにくい位置とする。取り付け位置は図を参照のこと。
　　③  ホルダーを使用して取り付ける場合は、本体を取り付けるβピンを確実に差し込み、抜けない

ようにタイラップなどでピンの口が開かないようにすること。
～ 4）  参加者は、主催者が用意する自動車番読取装置の代わりに、自身で所有する『AMB 社製

TranX260・TranXPRO（通称：マイポンダー』を使用することができる。ただし、使用する際
は以下の項目を遵守すること。

　　①参加受付の際に使用申請を行うこと。
　　②取り付け方法・箇所については、図（推奨位置）を参照のこと。
　　③  計時長の判断により指示があった場合には、直ちに主催者の用意する自動車番読取装置に付け

替えること。

第 18 条　燃料規定
～ 1）  ツインリンクもてぎ第 1 パドック内ガソリンスタンドのガソリンが指定される。
～ 2）  燃料にはオクタン価を高めたり燃料の性質を変えるような装置をつけたり、添加剤を混入して

はならない。

第 19 条　車両検査
第 3 章車両規則に基づく。
～ 1）  参加車両の公式車両検査およびライダーの装備品検査は公式通知に示されたタイムスケジュー

ルに従って車検場で行う。
～ 2）  車検場には、車両チェックシートを持参し、アンダーカウルを外した形で車両を持ち込み、外

したアンダーカウルも持参しなければならない。
～ 3）  公式車両検査を受けない車両あるいは検査の結果、参加が不適当と判断された車両はレースへ

の出場が拒否される。
～ 4）  決勝（ファイナルイベント）を通じて公式車両検査時と異なる車両、装備を使用した場合、罰

則が課せられる場合がある。
～ 5）  ライダーが競技中に着用しなければならないものとして車両検査の際、車検員によって点検を
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受けるものは次の通りである。
　　①ヘルメット
　　  フルフェイス形のもので、MFJ が公認した２輪ロードレース専用でなければならない。（MFJ が

公認したヘルメットには認証マークが貼付されている）極端に古い物や傷があるものは使用を認
めない。オフロード用、モタード用ヘルメットは認めない。ライダー同士での共有は認めない。

　　②ヘルメットリムーバーシステム
　　③ブーツ
　　  革もしくは革と同等の素材であり、フックなどが外部に突き出していないものでなければならない。
　　④グローブ
　　  革もしくは革と同等の素材であり、フックなどが外部に突き出していないものでなければならない。
　　⑤レーシングスーツ
　　  MFJ が公認したロードレースもしくはモタード用でなければならない。（MFJ が公認したレーシ

ングスーツには認証マークが貼付されている）
　　  ※左胸前部内側または胸部前部下前立てに氏名をカタカナ、および血液型をアルファベットで明

記しなければならない。直接記載できない場合には、ガムテープ等貼りその上に明記でも可とする。
　　⑥チェストガード
　　  胸部プロテクション（チェストガード）は CE 規格「EN1621-2(Level1 または Level2)」の使用

のこと。
　　※レーシングスーツ内側装着タイプを強く推奨する。
　　⑦脊柱プロテクション
　　脊柱プロテクションの外側は、硬質の樹脂製素材でなくてはならない。
　　  脊柱プロテクションは CE 規格「EN1621-2(Level1 または Level2)」の使用のこと。
　　※レーシングスーツ内側装着タイプを強く推奨する。
　　⑧エアバック（２輪用エアバッグ機能付きウエア）
　　  「２輪用エアバッグ機能付きウエア」を使用するライダーは検査を受けなくてはならない。
　　  チーム編成登録受付締切時に満 22 歳以下、TRMC-S・SMSC ロードコース非会員のライダーは「２

輪用エアバッグ機能付きウエア」を装着しなければ参加できない。「２輪用エアバッグ機能付きウ
エア」は、チーム内での共有使用できるが、転倒後のエアバッグ展開に備えて予備のエアバッグ・
ボンベ等推奨する。

第 20 条　スタート前チェック
タイムスケジュールに従って、決勝（ファイナルイベント）レース出場者は、指定された場所にて、
必ずスタート前チェック（車検員による最終確認）を受けなければならない。チェックを受けるものは、
公式車検にて合格した車両とヘルメットとする。車両は決勝レースが走行できる状態で持ち込むこと。

（転がしタイヤの装着は禁止）

第 21 条　ピット・パドックの使用
～ 1）  タイヤサービス前、サービスハウス前には参加者は、車両を駐車することができない。
～ 2）パドックおよびピットには、ペットなど小動物の同伴はできない。
～ 3）  パドックおよびピットには、自転車以外の車輪のついた乗り物（キックボード、スケートボード、

エンジン付乗り物、セグウェイ等）は使用してはならない。
～ 4）  割当てられたピット・パドックを、参加者相互で交換・変更する場合は、双方のチーム代表者

が署名をしたピット変更届を大会事務局に提出し、事務局長の許可を得なければならない。
～ 5）  特別スポーツ走行、決勝（ファイナルイベント）レースを問わずレーシングコース側のピット

のシャッターは開けておくこと。
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～ 6）  ピット内でタバコ等火気を取り扱わないこと。また、ピット使用後は責任を持って清掃をすること。
～ 7）  ピットを割当てられた参加者は、特別スポーツ走行、決勝（ファイナルイベント）レースを通じて、

ピット内の黄色の破線より前部分（コース側）は、当該走行クラスのピットとして使用できる
よう工具、部品等は置かないこと。

～ 8）  ピットの鍵を借りる場合は、チーム代表者が顔写真付の身分証を提示し、使用するピットの全
参加代表者に了解を得た上で借りること。貸出は特別スポーツ走行終了後から開始する。使用
後は責任を持って速やかに返却すること。返却予定時刻後 2 時間以内に返却できない場合は、
シリンダー錠交換代金として 50,000 円を請求する。

～ 9）  ピット・パドック使用時に出るゴミ、廃液等は使用者が責任をもって処理し、ゴミは分別して
処分すること。粗大ゴミ等（カウル、マフラー、タイヤなど）は必ず参加者が持ち帰ること。
また、廃油入れには、ガソリン・クーラントは入れないこと。

ゴミ箱に捨てられる物 紙類　ビニール類　カン、ビン、ペットボトル
廃油　砂利　金属

特に気を付けて
持ち帰って頂く物

タイヤ　フレーム　その他家電製品等
エンジン　バッテリー

第 22 条　公式予選
～ 1）公式予選は行わない。
～ 2）決勝のグリッドは、参加受付時の抽選により決定される。

第 23 条　スタート進行（手順）
～ 1）決勝のスタート方法はスタッガード式ル・マンスタートとする。
　　  ただし、スタッガード式ル・マンスタートが困難な場合は、スタート方式が変更になる場合がある。
～ 2）  スタート時に安全上問題がある場合は、競技監督の判断によりスタートを遅らせる場合がある。

特に豪雨や雷雨の場合は急遽スタート方法を変更する場合がある。
～ 3）  スタート進行（手順）の詳細については、スタート進行表として公式通知にて発表する。
～ 4）スタートを遅らせた場合でも競技終了時間は変更しない。
～ 5）スタートが遅れても燃料補給は一切認められない。
～ 6）  ウォームアップラップ中に極端に遅い車輌がいる場合は、マーシャルカーが追い越す場合がある。
～ 7）  マーシャルカーに追い越された車輌は、トラブルの有無に関わらずピットレーンスタートとする。
　　  ※燃料の節約の為とはいえ、スタート進行に支障をきたすためウォームアップラップが極端に遅

くならないよう、常識的なスピードにてウォームアップラップを行わなければならない。
～ 8）スタート時は、ピットサインエリアに立ち入りはできない。
～ 9）  スタート進行（手順）においてピットクルーが指示に従わなかった場合は、反則スタートとし

て認定され、当該チームに対してイエローカードが科せられる場合がある。
～ 10）  ジャンプスタートと認定された場合、ライドスルーペナルティーの罰則が科せられる。ライド

スルーペナルティーの罰則を科せられた車両は、ピットレーンを通過するように指示される。
途中、停止することは認められない。通過後、当該ライダーはレースに復帰することができる。
ライダーはピットレーン速度制限を遵守しなければならない。

～ 11）反則スタートの判定に対する抗議は受け付けない。



− 34 −

434445
ピット滞在時間管理開始地点
（路面に赤いライン）

コントロールタワー

ピット滞在時間管理終了地点
（コントロールライン）

ペナルティー
ストップエリア

ピット滞在時間管理区間

123
PIT ガレージ

第 24 条　ピット作業
～ 1）  ピット作業とは、工具や部品等で車両に対して手を加えること、およびライダーの乗降行為を言う。
～ 2）ライダー交代する時は、エンジンを停止しなければならない。
～ 3）  決勝（ファイナルイベント）中に、給油の有無およびライダー交代の有無に関わらずピットイ

ンを３回以上行わなければならない。またピットインした場合は、下図の『ピット滞在時間管
理区間』に最低３分間以上滞在しなければならない。また、時間管理は各チームの責任におい
て行うものとし、下図に記載の区間に滞在していた時間を管理するものとする。

～ 4）  車両がピットインしたとき、当該車両のメカニックは自己のピット前の停車区域に出て作業す
ることができる。ピット作業の場合を除いて停車区域に出ること、部品や工具を停車区域に置
くことはできない。

～ 5）  決勝（ファイナルイベント）中のピット作業要員は、その車両に登録されたライダーおよびピッ
トクルーとする。作業に携わっていない者は停車区域に留まってはならない。

～ 6）  ピット内において火の粉が出る作業（サンダー等）はできない。エアツールの使用は認める。
～ 7）  スタート前チェック以降、決勝（ファイナルイベント）中にピットボックス内に車両を入れた

場合は失格とする。
～ 8）ピット以外の地点で停車した車両に対して、作業をすることはできない。
～ 9）  決勝（ファイナルイベント）中に、フレーム、クランクケース、燃料タンク、キャブレターの

交換は認められない。ただし、競技監督が止むを得ない事情と判断し許可しその場合には、交
換が認められる場合がある。車両変更手数料が支払い車検員の検査により安全が確認された場
合は走行ができる。元の部品を掲示および車検において保管を指示する場合がある。

第 25 条　ピットサイン
～ 1）  ピットサインエリアには、ピットクルー腕章を着用した登録のライダーもしくはピットクルー 2

名がのみが、ピットサインエリアにてサインを送ることができる。
～ 2）  ピット前およびピットサインエリアでは傘等の風で飛ばされるものを身に付けてはならない。
～ 3）  サンダルおよびヒールの高い履物はピットエリアの立ち入りは禁止とする。ピットクルー要員

等の履物は運動靴・スニーカーなどが望ましい。
～ 4）走行中のライダーと無線機（携帯電話含む）等の通信は使用してはならない。
～ 5）  ピットサインエリアの専有は禁止とする。ただし、同じ場所を使う他チームの許可を得た場合

は認められる。
　　　同じ場所を使うチームに許可無く専有することはできない。
～ 6）  ピットサインエリア～ピットボックス間のピットを横断する際にはピットインおよびピットア

ウトする車両に充分注意するとともに、車両の通行を妨げてはならない。
～ 7）決勝のスタート時には、ピットサインエリア内の立ち入りは禁止とする。
　　　  全車スタートが完了し放送の指示が有るまではサインエリアに立ち入らない。
～ 8）  使用するサインボードの大きさは 100cm × 60cm の長方形を超えるものであってはならない。
　　　  （風によって飛ばされる可能性がある構造物・テント・傘等は、ピットサインエリア内に設置し

てはならない。またオフィシャルの指示があった場合その指示に従わなければならない。）
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第 26 条　決勝（ファイナルイベント）中の燃料補給
～ 1）給油量は規定しない。
～ 2）  各自のチームにて容量2kg以上の消火器を準備すること。施設に設置してある消火器、ピットボッ

クス内の消火器とは別に準備すること。
～ 3）  燃料補給とは、燃料給油のため燃料タンクの蓋を開けたところから給油を終え、蓋を閉じこぼ

れた燃料をふき取るまでをいう。
～ 4）  燃料補給を行う場合、各自のピット前の作業エリア（停車区域）にて給油を行わなければならない。
～ 5）  燃料補給の前に車両は、スタンドによって完全に支持され安定した状態でなければならない。（ス

タンドの構造、支持方法は問わない。）
～ 6）エンジンを停止しライダーが降車しなければ、燃料を補給してはならない。
～ 7）  燃料補給中は、登録されたピットクルーもしくはライダーが消火器を持ち、火災に備えなけれ

ばならない。
　　　  ※燃料タンクの残量確認で燃料タンクの蓋を開け燃料タンク内を見る場合にも、火災に備え消

火器を構えて確認すること。
～ 8）  燃料給油機器は、市販されている金属製ガソリン携行缶（消防法適合品）とする。
～ 9）  燃料補給に携わるピットクルー（消火スタッフも含む）は、化繊素材の服およびサンダルの着

用は禁止とする。基本的に難燃素材（綿 100％可）の肌の露出の少ない長袖長ズボンの服を着
用すること。顔面保護のため、ゴーグルまたはシールド付きのヘルメット装着を強く推奨する。

～ 10）燃料タンクから溢れた燃料は、確実に拭き取らなければならない。

第 27 条　レースの一時停止
競技監督が天候上の理由、あるいはそのほかの理由からレースの中断を決定した場合、赤旗を掲示す
るかセーフティーカーを導入するの 2 つの方法のいずれかを選択する。

第 28 条　セーフティーカーの導入
競技の一時中立化（事故発生時に競技監督の判断によって、セーフティーカーが介入してレースを一
時中立化し、スロー走行で先導し、その間に事故処理を行う方法）。セーフティーカーは、ライダー又
はオフィシャルが危険な状況であるが、レースを中断するほどではない場合に使用される。
～ 1）  競技監督がフルコースコーションを決定したら、直ちに全ポストから黄旗振動および SC ボード

が提示され、セーフティーカーの介入を告知する。また、オレンジ色の回転灯を点灯した 1 台
または複数のセーフティーカーが先頭ライダーの位置に関係なくコースインする。

～ 2）  全ての車輌はセーフティーカーを先頭に 1 列に整列しなければならない。この時ライダーの追
い越しは厳禁とされる。ライダー間の距離は 10m（車輌 5 台分程度）以内とし、万が一トラブ
ル等で隊列についていけなくなった場合は、後続車輌に合図を送りラインを外して走行すること。

～ 3）セーフティーカーは処理が終了するまで走行を続ける。
～ 4）  フルコースコーションの間にピットインすることは許可されるが、ピットアウトは、コースイ

ンシグナルの指示に従うこととする。
～ 5）  競技監督が次のコントロールラインからの再開を決定したら、セーフティーカーはオレンジ色

の回転灯を消灯する。セーフティーカーはその周の終了時点でピットロードに入る。
～ 6）  セーフティーカーがピットロードに入り、ライダーがコントロールラインに近づいた時点で、

メインフラッグ台から緑旗が振動表示され、シグナルブリッジに緑色ランプが点灯される。各
グループの先頭がコントロールラインを通過した時点でフルコースコーションは解除され、各
ライダーはコントロールライン通過までは追越し禁止です。

～ 7）フルコースコーション中の走行ラップも周回数としてカウントされる。
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～ 8）  セーフティーカー介入のままチェッカーとなった場合、セーフティーカーとトップとの間にい
た車両の周回数は、1 周減算される。

第 29 条　赤旗の掲示
～ 1）全てのポストで赤旗を振動提示する。またシグナルによる赤色灯の併用によって合図される。
～ 2）  ライダーは最大限の慎重さと注意をもって進み、必ずその周にピットインしなければならない。

競技監督により作業再開の指示があるまで予めピットインしていた車両を含め、全ての車両へ
の作業は禁止される。但し、給油作業中の車両に関しては、一連の作業を終えることとする。

　　　  また、中断の合図が出された時点でピットレーンを走行中のライダーは、ピットインしていた
ものとする。

～ 3）  公式通知により発表されたイベント終了時刻の 30 分前以後にイベントが中断した場合は、イベ
ントは成立したものとみなされる。順位はレースが停止される前の周回における順位とする。

　　　《ピットボックスに車両を入れると失格になります》

第 30 条　赤旗中断されたレースの再スタート
～ 1）中断されたレースの再開手順
　　　⑴  危険な状態が解消された場合、競技監督は大会審査委員会の同意を得てレースを再開するこ

とが出来る。
　　　⑵  スタート後先頭車輌と同一周回数の全車が３周を走行完了する前に中断した場合、最初のス

タートは無効になり、当初のスタート手順よりやり直しとなる。この場合レースの終了は第
1 章　Moto ﾐﾆ 3Hours 特別規則第 30 条～１）の通りとする。

　　　⑶  スタート後、先頭車輌と同一周回数の全車が 3 周以上走行し、レース成立時刻前にレースが
中断された場合、レースの最終結果は複数レースの周回数を合算し順位が決定される。

　　　⑷  再開されるレースのスタート方法はセーフティーカー先導によるローリングスタートとし、
その手順は下記の通りとする。

　　　⑷−１　  再開が決定された後、各車輌はピットレーン上に 2 列に隊列を作って整列をする。
　　　⑷  −２　隊列は参加受付時に抽選したスタートグリッドの順番で整列する。ピットレーン出口

に停車したセーフティーカーを先頭にピットウォール寄りにグリッド番号１番～７５番まで
を 1 列目とし、ピット寄りに最大 76 ～ 160 番までを 2 列目とする。フルグリッドに満たな
い場合は該当レースの総参加台数が均等になる様 2 分割し、1 番からその半分のグリッド番
号を 1 列目、その翌グリッドから最終グリッドまでを 2 列目とする。台数が奇数等により 2
分割にならない場合は、半数を切り上げし、1 列目が 1 台多い形とする。

　　　　例：当日の総参加台数 135 台の場合
　　　　  1 列目は 1 番グリッド～ 68 番グリッドまで（68 番目を 1 列目に繰り上げ）
　　　　2 列目は 69 番グリッド～ 135 番グリッドまで
　　　　  ただし、競技監督の判断により 3 列（3 グループ）でスタートする場合もある。
　　　⑷  −３　メインフラッグ台にてグリーンフラッグが振られ、最初のセーフティーカーに先導さ

れた 1 列目の隊列がスタートする。
　　　⑷  −４　最初の隊列がスタートした後、次のセーフティーカーに先導された 2 列目の隊列がス

タートする。この際コース上の全ポストでは黄旗が振動表示される。
　　　⑷  −５　セーフティーカーは回転灯を点けて走行し、２つの隊列はそのまま１列ずつ走行しそ

の間追い越しは禁止です。万が一トラブル等で隊列に付いて行けなくなった場合は、後方車
輌に合図を送り、ラインを外して走行すること。

　　　⑷  −６　セーフティーカーを先導にしたローリングラップは１周以上行い、ピットインは許可
される。
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　　　⑷  −７　セーフティーカー先導によるスタートが決定されたら、セーフティーカーは回転灯を
消灯し、その周の終了時点でピットレーンに入る。

　　　⑷  −８　セーフティーカーがピットレーンに入り、ライダーがコントロールラインに近づいた
時点でメインフラッグ台からグリーンフラッグが振動表示され、グリーンランプが点灯され
る。同時に全ポストから黄旗の振動表示は一斉に解除されレースは再開となる。各自がコン
トロールラインを通過するまで追い越しは禁止とする。

　　　⑷−９　ローリングラップ中の走行ラップも周回数としてカウントする。

第 31 条レース終了
～ 1）  レース終了時間は公式通知にて発表される。レースの中断があってもレース終了時間は変更に

はならない。
～ 2）  トップのライダーにチェッカーフラッグが掲示される。チェッカーフラッグは 6 分間経過した

時をもってレース終了となる。
～ 3）チェッカー後は全車減速し、オフィシャルカーの先導でコースを 1 周する。

第 32 条　順位および完走の認定
～ 1）チェッカーが振られた時点で、完了する周回数を元に順位認定が行われる。
　　　解釈補足）同一周回数の場合同一順位となる。
～ 2）  チェッカーの際にピットエリアにいた車両は、自走（手押し可能）でピットレーン上のコントロー

ルラインの延長線上を通過することで、ピット内でもチェッカーを受けた車両として扱う。た
だし、チェッカーと同時にピットレーン出口は閉鎖されているため、コースインしてはならない。

～ 3）  最多周回数チームの走行した周回数の 50％以上を走行したチームは、完走とする。
～ 4）チェッカーが振られた時点で完了する周回数を元に各賞の認定が行われる。

第 33 条　暫定表彰と終了後の車両保管
～ 1）  レース終了後はパークフェルメにて全車車両保管となる。車両保管中は競技役員以外の者が車

両に触れる事はできない。
～ 2）車両保管は正式結果発表とともに同時に解除となる。
～ 3）  いかなる理由があっても、車両保管および再車検は拒否できない。再車検の対象となった車両

は車検長の指示があるまで車両保管は解除されない。
～ 4）  車両保管解除発表後、保管車両の責任は一切負わない。出場者は車両保管解除と同時に保管車

両を速やかに引き取らなければならない。

第 34 条　大会の中止
～ 1）  大会組織委員会は、特別な事情が生じた場合、イベントを中止することができる。
～ 2）大会組織委員会の決定に対して全ての関係者は従わなければならない。
～ 3）  大会の中止と参加料等の返却は、下記の表のとおりとする。参加者は、その他一切の損害賠償

を主催者に請求することはできない。
事　例 出場料 共済会掛金

大会期間中走行が１回
も行われず中止

受付をした全チームに
返却

共済会の適用となる練習走行が行わ
れなければ返却する

走行は行われ決勝グリッ
ド発表後中止

受付をした全チームに
返却

共済会の適用となる練習走行が行わ
れなければ返却する

決勝のスタートが行わ
れたのち中止

返却しない 返却しない
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第 35 条　賞典
～ 1）特別賞は以下とし、変更の場合には公式通知にて告知する。
　◆ベストマナー賞   総合結果の完走チームの中で、走行中の転倒や接触やトラブル、コー

ス上停止もなくルールマナーを守り模範であったチーム。
　◆優秀周回数賞 各クラスにおいて最多周回数を記録したチーム。
　◆ユースチーム賞 総合結果の完走チームの中の平均年齢が低かったチーム。
　◆最年少ライダー賞 総合結果の完走チームの中で最年少のライダーが登録のチーム。
　◆遠くから参加にきたで賞 総合結果の完走チームの中で最も遠方の登録ライダーがいるチーム。
　◆ジャンプアップ賞 スタートグリッド順位より、最終順位が最も上がったチーム。
　◆ 1 周だけ速かったで賞 ベストラップを記録したチーム。
　◆アドバイザー賞   アドバイザーが選ぶ今後頑張って欲しい敢闘チーム（未完走チーム

含）。
　◆ＭＣ賞   アナウンサーが選ぶプロフィールコメントが興味深かったチーム

（未完走チーム含）。
　◆事務局賞   事務局が選ぶ情報の漏れ等なく期限も守られ模範となるチーム（未

完走チーム含）。
　◆ブービー賞   総合結果の完走チームの中で下位から２番目のチーム。
　◆メディア対抗賞 専門誌名が入りチームで最多周回数を記録したチーム。
　◆来年リベンジしま賞   総合結果の規定周回数を走行できなかったチームで、最多周回数の

チーム。
～ 2）以下の特別賞は、チームの申告より決定される。受理書に同封する申告用紙にて申請をする。
　★レディース賞 最も輝いていた女性ライダー。
　★ベストデザイン賞 最もデザインが優れていた車両。
　★ベストユニフォーム賞 最も輝いていたユニフォームを着用していたチーム。

第 36 条　罰則（反則行為については、罰則を科す場合がある）
～ 1）走行中の反則、妨害行為。
～ 2）  イベント期間中の違反に対する罰則は競技監督が大会審査委員会に諮って審査委員会によって

決定される。
～ 3）  大会審査委員会は状況に応じて罰則を軽減したり強化したりすることができる。
～ 4）大会審査委員会はチームに対して下記の罰則を科することができる。

軽重
順位 罰則 内容 決定機関

１ イエローカード 注意…  3 枚目のイエローカードを提示され
た場合はレッドカードの提示を行う

大会審査委員会
大会事務局

２ 罰金 現金 ¥20,000 以下 大会審査委員会

３ タイム／ポイント／
周回数に対する罰則

当該チームの実際の成績に影響を及ぼす
タイム／周回数の加算・減算・順位の変
更のペナルティー

大会審査委員会

４ 失格 大会、イベント、レースまたは結果から失
格となる 大会審査委員会

５ レッドカード
失格の罰則内容に加え、翌年のイベント
に登録したチーム員全員の参加が認めら
れない

大会審査委員会
大会事務局
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～ 5）  決勝中以外（走行会や公開練習会等）の違反に対する罰則は大会事務局長が大会審査委員会に代
わって科すことができる。

～ 6）  大会審査委員会もしくは大会事務局長により科された罰則に対して控訴する場合は、控訴保障料
金 10 万円と控訴書を添えて通告を受けてから 60 分以内に大会審査委員会もしくは大会事務局に
て申請すること。

～ 7）  競技運営団の判定に対して抗議する場合は、抗議料金１万円を添えて通告を受けてから、もしくは
暫定結果発表後３０分以内に大会事務局にて申請すること。

～ 8）  ジャンプスタートに対する罰則は、ライドスルーペナルティーとする。ライダーはペナルティボード
が提示されたら 3 周以内にライドスルーペナルティーを消化しなければならない。提示開始から 3
周以内にライドスルーペナルティーを消化しない場合は競技結果より5 周減算とする。

～ 9）  給油時間不足およびピットレーン速度違反の罰則はペナルティーストップとする。ストップ時間につ
いては審査委員会により決定される。ライダーはペナルティストップボードが提示されたら 3 周以
内にペナルティーストップを消化しなければならない。提示開始から 3 周以内にペナルティーストッ
プを消化しない場合または、チェッカー直前で消化できない場合は競技結果に対して相当の時間の
加算・周回数の減算が審査委員会より決定される。

～ 10)   ウォームアップラップを行わなかった場合は、それぞれにおいて競技結果から 2 周減算される。

第 37 条　負傷時の医務室受診
負傷した際は、必ずサーキット内医務室の診断を受けなければならない。受診していない場合、共済会
の適用から除外される場合がある。
●負傷時の指定病院
⑴芳賀日本赤十字病院
　栃木県真岡市中郷 271
　TEL：0285-82-2195
⑵済生会宇都宮病院
　栃木県宇都宮市竹林町 911-1
　TEL：028-626-5500
⑶獨協医科大学病院
　栃木県下都賀郡壬生町北小林 880
　TEL：0282-86-1111
⑷自治医科大学附属病院
　栃木県下野市薬師寺 3311-1
　TEL：0285-44-2111
⑸水戸済生会総合病院
　茨城県水戸市双葉台 3-3-10
　TEL：029-254-5151
⑹水戸医療センター
　茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 280
　TEL：029-240-7711

第 38 条　主催者の権限
主催者は次の権限を有するものとする。
～ 1）  参加申し込みの受付に際して、その理由を示すこと無く、参加者、ライダー、ピットクルーを選択

あるいは参加を拒むことができる。
～ 2）  チーム名が公序良俗に反する場合、公式プログラム・結果表への表記の拒否または変更を命じる
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ことができる。
～ 3）  競技監督が必要と認めた場合、ライダーに対し、指定医師による健康診断書の提出を要求し、健

康上の理由による競技出場の可否を最終的に決定することができる。
～ 4）  競技番号の指定、ピットの割当等にあたり、各参加者の優先順位を決定することができる。
～ 5）  やむを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったライダーの氏名登録または

変更について許可することができる。
～ 6）  すべての参加者、ライダー、ピットクルーの肖像権およびその参加車両の音声、写真、映像など、報道、

放送、放映、出版に関する権限を有し、この権限を第三者が使用することを許可することができる。
～ 7）  公序良俗に反する言動がある参加者に対しては、選手受付後であっても参加を拒否することができ

る。
～ 8）  保安上または不可抗力による特別の事情が生じた場合、大会審査委員会の了承を得てレースの延期、

中止、およびレース距離の短縮、コースの変更等を決定することができる。
～ 9）  各レース区分において申し込み数が 15 台に満たない場合、そのレース区分を他のレースとの混

走のレースとして開催、またはそのレース区分を取り止めることができる。また、決勝レース出場
台数が 10 台に満たない場合も同様とする｡

第 39 条　損害の補償
車両の破損：参加者は、車両が競技役員によって保管されている期間をのぞき車両およびその付属品が
破損した場合、その責任を各自が負わなければならない。
損傷の責任：行事開催期間中、またはその前後におきたライダーおよびメカニック、ヘルパーの損傷は
自らが責任を負うものとする。

第 40 条　大会役員の責任
参加者、ライダーおよびピットクルーは主催者・大会役員・競技役員が一切の損害補償の責任を免ぜら
れていることを知っていなければならない。すなわち大会役員はその職務に最善を尽すことは勿論である
が、もしその行為によって起きた参加者、ライダー、ピットクルーおよび車輌等の損害に対して、大会役
員は一切の補償責任のないことをいう。

第 41 条　本規則の解釈
本特別規則およびイベントに関する公式通知や諸規則の解釈についての疑義がある場合、参加者はイベ
ント前日までに文書によって質疑申し立てができる。質疑に対する回答は、審査委員会の解釈または決定
を最終的なものとして関係当事者に文書または口頭で通告される。

第 42 条　ブルテンおよび公式通知の発行
本規則に記載されていないイベント運営上の細則や、参加者に対する指示、本規則発表後に生じた必要
指示事項は、Moto ミニ 3Hours のブルテンもしくは公式通知によって示される。
ブルテンは下記のホームページに掲載される。参加者は参加前に下記ホームページのブルテンの内容を
確認すること。
● https：//www.twinring.jp/motofes/
公式通知は下記のいずれかの方法により参加者に通告される。
　1）公式電子掲示板にて掲載される。
　2）代表者の住所へ郵送される。
　3）  公式練習後、あるいは公式練習や決勝前など必要に応じて招集されるライダーズブリーフィングで

指示される。
　4）場内アナウンスによって案内される。
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第 43 条　広告に関する事項
オーガナイザーは次のものに関し抹消する権限を有し、かつライダーはこれを拒否するこができない。
～ 1）公序良俗に反するもの
～ 2）政治・宗教に関連したもの
～ 3）イベントに関係するスポンサーと競合するもの

第 44 条　本特別規則の施行
本特別規則は、第 1 条に示されるイベントに適用されるもので、イベントの参加申し込み受付開始と同時
に有効となる。
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第 2 章　車両規則

第 45 条　車両規則基本仕様
～ 1）用語の定義
　　①  改造＝オリジナル（車両公認時に装着されたもの）のパーツに対し切削、追加、研磨を行う行為。
　　②  変更＝オリジナル（車両公認時に装着されたもの）のパーツまたは仕様を、他のパーツ・仕様

に置き換える行為。
　　③  修理＝転倒などによりダメージを受けたパーツに対し、公認車両と同等の機能に回復される行為。
　　　  溶接または接着剤により、公認車両と同じ材質の部材追加することのみ許可される。切削、研

磨（表面処理を除く）をすることは許可されない。
　　④  材質＝「鉄、アルミニウム、カーボンなど」の分類を指し、製造方法まで規制するものではない。

各材質は、各々の材質を主成分としたものである。材質については、必要に応じて製造方法も
併記して規制の運用を行う。

　　⑤素材＝材質と製造方法を含む。
　　⑥  フレーム＝エンジンが取り付けられている部分を中心にステアリング取付け部分とリヤサスペ

ンション取付け部分を含む構造体のこと。シートを取付けるためのサブフレームはフレーム本
体に溶接されている場合はフレームとみなす。ボルトオン（脱着可能）のものはフレームとみ
なさない。

～ 2）参加車両
GROM、MONKEY125、KSR110、Z125PRO(公道用一般車両)および排気量が100cc以下の4サイク
ルエンジンを搭載した公道用一般市販車と下記の一部の競技専用車両。
　YAMAHA　TTR90
　HONDA  　  GROMレースベース車、NSF100、XR100R、CRF100F、XR80、XR70、XR50、

CRF50、Z50R、ドリーム50R
～ 3）フレーム
　　  ・フレームの載せ換え、改造は禁止する。ただし､不要なステーの切断、カウル取り付けの為のステー

とハンドルストッパーの溶接は認められる。燃料タンクやステップ取り付けのための溶接や、フ
レーム補強と主催者が判断するものは認められない。メインスタンド、サイドスタンドブラケッ
トおよびピリオンステップブラケットのカットも認められる。

　　・フレームに車体番号が無い物は盗難品の使用を防ぐために使用できない。
　　  ただし、フレームの破損等により交換した場合は販売店の販売証明書または譲渡証明書があれば

参加を認める場合がある。ただし、過去に証明書を提出した者の再提出は不要とする。
　　※証明書は決勝の車検時に持参すること。（コピー可）
　　・オリジナルフレームでの参加できない。
　　フレームの加工は禁止する。
～ 4）ナンバープレート（ゼッケン）
　　  ・車両のフロントとシートカウルの両サイドにゼッケンナンバーが装着され、観客とオフィシャ

ルが明白に認識できるようにしなければならない。また、ライダーが自分のシートに座った時に
身体で隠れてしまわないようにすること。

　　  ただし、アンダーカウルが装備され、サポートナンバーが規定の寸法で貼り付け可能な車両につ
いてはシートカウルまたはシート上部に数字の上部をライダーに向けるようにゼッケンナンバー
を装備することが認められる。サポートナンバーとは、アンダーカウル内で前後のタイヤの上端
を結ぶ線の下部内の左右両面にゼッケンを装着する事の出来る車両で、貼り付け位置は、アンダー
カウル後端部を推奨位置とする。

　　  ・ゼッケンベースを取り付ける場合、楕円形または長方形で頑丈な材質でなくてはならない。最
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低寸法は横 250 ｍｍ×縦 190 ｍｍの貼り付け面積を確保したものをマシンの前と左右、３箇所
にスペースを取ること。もしくは別個のナンバープレートを装着する代わりにボディーまたはフェ
アリング両サイドに同寸法のスペースをつや消しでペイントするかあるいは固定することが認め
らる。

　　  ・ゼッケンナンバーの色数字の字体は、いかなる場合においても文字は判別しやすいようにする
こと。なお、ナンバーをつけるためのアンダーカウルの形状変更は認めらる。アッパーカウルと
アンダーカウルの分割位置も変更可能。

　　  ・正規のナンバーと混同する恐れのあるその他のナンバープレート、またはマーキングは競技会
の開始前にすべて取り外すこと。

～ 5）ボディワーク（フェアリング、ウィンドスクリーン、エアダクト）
　　  ・追突や接触時の危険を避けるため、車輌の一部がリアタイヤの最後端より後ろに出ないように

すること。
　　  ・エンジンおよびその他のすべての電気部品を停止する事のできる効果的なエンジンストップス

イッチがハンドルレバーのグリップを握った状態で手の届く範囲に取り付けること。
　　レースのために取り外さなければならない部品
　　・下記の部品を取り外すこと。
　　ヘッドライト／テールライト／ウインカー／リフレクター
　　バックミラー
　　ナンバープレートと、リヤフェンダーと別体式の場合のナンバープレートブラケット
　　セーフティバー／サイドスタンド／メインスタンド
　　同乗者用フットレスト／グラブレール
　　シートレールに取り付けられた荷掛けフック（溶接されたものの切削も可）
　　ホーン
　　その他車検時に安全上取り外しを指示された部品
　　・  製造時にカウリング装着されていたものは、アフターマーケットのものへ変更は認められる。

そのための取り付けブラケットの改造・変更は認められる。ただし、露出しているエッジはす
べて丸めること。部品が走行中に脱落しない様に、ボルト・ナットまたはビス等で確実に固定
すること。

　　・  製造時のカウリングを交換した場合はカウリングの吸気口のメッシュフィンは付いてなくても
良い。

　　・ウインドスクリーンの先端と全てのフェアリングの露出部分の先端は丸めること。
　　・リヤフェンダーの形状変更、追加・削除することができる。
～ 6）ボルト・ナット
　　  ・ボルトおよびナットは変更を含めて自由とするが、フロント／リヤホイールスピンドル、リヤフォ

−クピボット、エンジンハンガー、ステムシャフトに軽合金製およびチタニウム製のボルト・ナッ
トの使用は禁止する。

～ 7）突起物
　　  ・車両にライダー等を傷つける恐れのある突起物（尖ったレバーや破損して鋭利になった部分）

がある場合は必ず除去すること。
　　  例：フレームにタンデムステップが溶接されている「ＸＲ１００モタード」の場合は、安全性を

高めるために柔軟性のある物（ゴムやウレタンスポンジなど）で覆うかステーを切断すること。
　　※エイプの場合はボルトで付いており、パーツの取り外しでよい。
　　  ・転倒時の車両ダメージを最小限に抑えるためフレームにプロテクティブコーンの取付けが認め

られる。ただし使用するプロテクティブコーンの先端を１０ｍｍ以上の曲面で面取りすること。
またプロテクティブコーンにエンジン保護以外の機能を持たせることは禁止とする。
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　　  ・尖っているエッジは、少なくとも半径８ｍｍの丸みを持たせること。（ブレーキクラッチレバー、
ハンドルバーエンド、ブレーキ／シフトペダル、フットレスト等）

　　・ハンドルバーの末端が露出している場合は、固形物質を詰めるかゴムでカバーすること。
～ 8）ハンドルストッパー
　　  ・ライダーの指が挟まれないようにするために、ハンドルを左右いっぱいに切ってもハンドルバー

（レバーを含む）と燃料タンクの間に最低２０㎜の間隔があるように、ストッパー（ステアリング
ダンパー以外のもの）を取りつけてください。ステアリング・ダンパーを追加する、またはアフ
ターマーケット・ダンパーに変更することができる。ステアリングダンパーをハンドルストッパー
としての使用はできない。

～ 9）シート・シートカウル
　　・  ライディングポジション調整のための最小限度の部品 ( パッド、樹脂類など ) を追加することが

認められる。ただし後端がタイヤよりはみ出ないようにすること。
～ 10）アンダーカウル
　　・  必ず使用している車両のエンジンオイル全容量を受け止める事のできる容量と形状を確保して

いるアンダーカウルを装着しなければならない。また、エンジンのどこからオイルが出ても受
け止められるようにエンジン下面をすべて覆うこと。アンダーカウルには水抜きの穴を設ける
こと。この穴はドライコンディションの時は閉じ、競技役員の指示があった場合のみ開ける事
ができること。

　　・  アンダーカウルの取り付けはフレーム等にしっかりと取り付け、走行中に脱落したり路面に接
地しないような構造にすること。タイラップやワイヤーだけでの固定方法は禁止とする。

　　  ※毎年コース上にアンダーカウルを落とす車両が多く、大変危険なため取り付けはしっかり行う
こと。

～ 11）スタンドブラケット
　　  ・リヤホイールスタンドのブラケットはリヤフォーク（スイングアーム）に取り付けるための加工、

またはボルト止めが認めらる。但し必要以上に長く鋭角なものは安全上使用が認められない場合
がある。

　　・ブラケットを取り付けするためのフェアリングのカットは認められる。
　　但し、ブラケットとフェアリングのクリアランスを５㎜以上取ること。
～ 12）チェーンガード＆スプロケットガード
　　・必ずチェーンガード＆スプロケットガード（フロントおよびリア）を取り付けること。
　　※チェーンガードについては、メーカー純正で装着されているもので可とする。
　　  ・チェーンとリアスプロケットの間に身体の一部が誤ってはさまれることがないように、リア・

スプロケットガードを取り付けること。そのリア・スプロケットガードはスプロケットとドライ
ブチェーンの正回転方向の噛合部を覆う物を使用してください。材質は金属、頑強なプラスチッ
クまたは樹脂とし、取り付け方法はスイングアームにボルト・オンまたは溶接し、安易に脱落し
ないよう確実に固定すること。タイラップやワイヤー等のみでの取り付けは認められない。形状
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～ 13）スプロケット・ドライブチェーン
　　  ・スプロケットおよびドライブチェーンはサイズも含めて変更が認められる。ただし、ドライブ

チェーンはモーターサイクル用のものに限定される。
～ 14）エキゾーストパイプおよびシステム
　　  ・エキゾーストパイプとサイレンサーの交換は認める（NSF100 クラスは除く）。ただし､ 非常に

音量の大きい車両は運営に支障をきたす場合があるため下記の排気音量を越えてはならない。
　　・音量は４,０００ｒｐｍで測定時、９９ｄＢ／Ａ以下とすること。
　　違反した場合は失格になる場合がある。
　　  ※測定方法 : 測定のためのマイクロフォンの位置は、排気管後方端から 500mm で、車体の中心

線から後方 45 度で排気管と同じ高さとする。但し､ 高さが 200mm 以下である場合は 45 度上
方の点で行う。ギヤはニュートラルにしてエンジンを回転させ、所定の回転数に達するまでエン
ジンの回転を増していき､ 測定は所定の回転数に達したときに行う。（公開練習で任意の音量測定
/ お試し測定の機会を設ける。）

　　・エキゾーストパイプの後端はリアタイヤの後端垂直線より後ろにあってはならない。
　　  またエキゾースト・パイプ先端を含む鋭利な部分は丸みを帯びさせていなければならない。
　　  エキゾースト・パイプ先端を含む鋭利な部分の丸みを帯びさせるとは、エキゾースト・パイプ先

端の板厚が 2㎜以上、その角部は 0.5R 以上とする。板厚を確保するために複数の板の溶接構造は
可とする。

　　  ・排気ガスは後方に排出しなければなりませんが、ほこりを立てたり､ タイヤやブレーキを汚し
たり、他のライダーに迷惑を掛けるような放出方法は認められない。

～ 15）ハンドルバー・レバー類
　　  ・ハンドルバーおよびグリップは改造および変更が認められる。形式（パイプタイプ、セパレー

トタイプ）の変更も可能です。
　　  ・ブレーキレバー／クラッチレバー（ホルダーを含む）およびブレーキ／クラッチケーブル／スロッ

トルケーブルの変更が認められる。
　　  ・ブレーキレバーに関しては、調整機構つきのものも認められますが、リモート式への変更は認

められない。
　　・ハイスロットルのためのスロットルホルダーの変更は認められる。
　　・スロットルワイヤーの改造および変更が認められる。
　　・アクセルは手で握っていないときは、自動的に閉じる仕様にしなければならない。

はチェーンとスプロケットの間にライダーの手足が巻き込まれないという目的にかなったもので、
外観部にシャープエッジでないこと。リアフォークの補強とリア・スプロケットガードを兼ねる
ことは認められる。リア・スプロケットガードの板厚は最低 2mm 以上の厚みが必要。

　　  ・車両にはフロント・スプロケットガードを装着すること。ただし、純正のスプロケットガード
を使用し逆シフトにする際に、フロント・スプロケットガードが干渉する場合には最小限の加工
が認められる。しかし本来の機能が果たせなくなるような加工は認められない。
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　　  ・ブレーキ／クラッチレバーの先端はボール状にしてください。このボールを平たくすることが
できるが、端部は丸みをもたせること。

　　  ・車両には、他の車両との接触等の場合に、ブレーキレバーが作動しないようにブレーキレバー
プロテクションの装着を推奨する。（2022 年より装着を義務づける。）

　　  ・装着の際には、スロットルグリップの作動に支障がないように注意すること。
　　・クラッチレバープロテクションの装着も認められる。
　　  ・レバープロテクターの最大幅は、取り付け部を含めて左右のグリップラバーエンドから 50 ｍｍ

以上突出していないこと。形状は自由とするが、鋭利な部品やエッジが無い状態で、取り付け方
法は方持ちタイプに限定される。レバープロテクションに使用される材質は、規定されない。

～ 16）ワイヤーハーネス・スイッチ類・CDI ユニット・スパークプラグ
　　・ワイヤーハーネスは自作を含めて、改造および変更ができる。
　　・スイッチ類の変更が認められる。
　　・ＣＤＩユニットおよびイグニッションコイルの変更が認められる。
　　・スパークプラグ、ハイテンションコード、プラグキャップの変更が認められる。
～ 17）エンジンストップスイッチ
　　・緊急時エンジンを停止できるスイッチを必ず取りつけること。
　　・エンジンストップスイッチはハンドルを握ったまま操作できる位置に取りつけること。
～ 18）始動装置
　　  ・すべての車両にキックまたはセルスターターによる始動装置を装備してください。押しがけに

よる始動は禁止とする。
　　  ・バッテリーの変更および取り外しも認められるが、エンジンはキックまたはセルスターターで

始動できること。
～ 19）フットレスト・チェンジレバー・ブレーキペダル
　　  ・フットレストの改造および変更は認められますが、下記条件を満たさなければならない。ただ

し車両公認時から改造および変更しない場合は、突起物を取り外し車検長の許可を得れば下記仕
様を満たさなくても使用できる。なお、ＡＰＥ１００などメーカー純正ステップをそのまま使用
している車両で、ゴムタイプのステップが削れて心棒が露出しないよう、ゴム部分の交換をしな
くてはならない。また、ステップに取付けられているバンクセンサーボルトも外すこと。決勝中
にステップが削れて心棒が露出した場合も含み、先端が鋭利なものは一切不可としますので必ず
丸く加工すること。

　　  ・ブラケットの改造および変更によりステップおよびブレーキペダルの位置を移動することは認
められますが、加工せずに取付けできる様にブラケットは元の取付け位置に固定すること。

　　・フットレストの先端は、最低半径８ｍｍの中空ではない一体構造の球状にすること。
　　・折りたたみ式の場合は、自動的に戻るようにすること。
　　  ・折りたたみ式でないフットレストには、アルミニウム、プラスチック、テフロン、または、同

等の材質でできたエンドプラグ（最低半径８㎜以上）にて先端を固定すること。
～ 20）ブレーキ
　　  ・各ホイールに最低 1 つの効果的なブレーキがなければならず、これは各ホイール別々に作動し

なければならない。
　　・前後ブレーキパッドとホースの変更は認めらる。
　　  ・ブレーキホース変更に伴うバンジョウボルトの変更は認められる。鉄製・ステンレス製のボル

トを推奨する。
　　・ブレーキフルードの変更は認められる。
　　  ・フロントとリアのブレーキディスクの変更は可とするが、交換されるブレーキディスクの材質

は鉄素材（ステンレス含む）のみとする。
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　　・ブレーキパッドスプリングの取り外しおよび加工は認められない。
　　・βピン付のパッドピンを使っている場合はβピンにワイヤーロックをすること。
　　・フロントとリアのブレーキマスターシリンダーの変更も認められる。
　　・フロントとリアのブレーキリザーバータンクステー取り付け位置の変更と追加を認められる。
　　・マスターシリンダーおよびキャリパーへのガードプレートの取付けが認められる。
～ 21）タイヤ・ホイール
　　・タイヤウォーマーの使用はできない。
　　  ・ホイールは 12 インチ以上とし、サイズに関わらずスリックタイヤ、レインタイヤ ( 公道用雨天

向けタイヤを含む ) は使用できない。市販時に 12 インチ未満のホイールが装着されている車両も、
ホイールサイズを 12 インチ以上にすれば参加を可とする。

　　  ・12 インチタイヤ使用車両は、下記の競技専用指定タイヤのみに使用が限定され、指定タイヤ以
外のタイヤではイベント・公開練習および 4 ストミニバイク走行会にも参加できない。

　　※指定タイヤに追加や変更があった場合は、ブルテンにて発表する。

　　　　　競技用専用指定タイヤ（2021 年 1 月現在）
　　　　　ブリヂストン：  フロント RACING MINI SO1、RACING MINI SO1 Soft、リヤ RACING 

MINI SO2
　　　　　ダンロップ　：KR337

　　  《競技専用タイヤについて》: 株式会社ブリヂストン様と住友ゴム工業株式会社様より発売されて
いる競技専用 12 インチオールウェザータイヤ。

　　  ・12 インチ以外のホイールを使用の場合、タイヤ銘柄の指定はないが、タイヤのスピードレンジ
P(150km/h) 以上使用しなければならない。

　　・タイヤへの追加工（ハンドカット等）は禁止とする。
～ 22）燃料タンク
　　・燃料タンクは必ず装着しなければならない。
　　・市販状態のノーマルタンクを使用できる。
　　  ・燃料タンクブリーザーパイプにはノン・リターンバルブを取り付けなくてはならない。これは

適切な耐油性のある材質でできた透明で（中身が一目でわかるもの）容量 250cc 以上のキャッチ
タンクに排出すること。

　　  ・競技専用車両を除いた車両で市販状態のノーマルタンクとタンクフィラーキャップを無加工で
使用の場合は、燃料タンクにノン・リターンバルブを取付けなくても可とする。

　　  ・燃料タンクフィラーキャップは閉じた状態で漏れてはならない。さらに、いかなる場合におい
ても誤って開く事がないように完全にロックすること。

　　  ・燃料タンクは単体で外せる状態にすること（GROM 車両除く）。また、シートおよびシートカ
ウル等と切り離せる状態で固定すること。ただしタンクカバーは除く。

　　  ・給油のために容易に脱着できる取替えタンクは使用できない。スペアタンクの登録・使用はで
きないが、イベント中は競技監督がやむ得ない事情（転倒等による破損）と判断し許可した場合
は交換が認めらる。

　　  ・XR100 等の樹脂製（ポリカーボネート FRP など）燃料タンクの車両について燃料タンクにシュ
ラウドのないタイプの車両については、金属もしくはプラスチック製のタンクカバーを装着する
こと。

　　  ・ガソリン残量を確認するためのタンク外側へのチューブ等の取り付けは禁止とする。転倒時に
路面と接触しないタンク底面に取り付けるバイパスは認められる。

　　  ※車検時に漏れのある物や、明らかに強度に問題があると判断されたタンクは使用できない。（破
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損しているノーマルタンクも含む）
～ 23）オイル / ガソリンキャッチタンク
　　・エンジンオイル、グリス類は、どのような種類、グレードおよびメーカー問わず使用を認める。
　　  ・オイルキャッチタンクは金属製で 500cc 以上のものを使用してください（飲料水などの空き缶

は使用不可）。転倒時、路面に接触せず転倒した場合も容易に脱落・破損しないものを使用しなけ
ればならない。取り付けはボルトオン、もしくは金属製のバンドでしっかりと固定とし、タイラッ
プでの固定は禁止とする。

　　  ※オイルキャッチタンクとはエンジンブリーザーからオイルを受取る物で、エンジン→キャッチ
タンク→キャブレター吸入口の大気開放。エアファンネルの場合はエアファンネル内にホースの
出口を引き込み固定。パワーフィルターの場合は接続すること。

　　  ・ブリーザーシステムのパイプ類は耐油・耐熱・耐圧性のある素材で、パイプ類の締め付けは金
属性バンドを使用すること。タイラップでの締め付けは禁止とする。

　　  ・ブリーザー付き燃料タンクおよびキャブレターにはガソリンキャッチタンクを必ず装着するこ
と。ガソリンキャッチタンクにはガソリンタンクの燃料オーバーフローを受け止めるものと、キャ
ブレターからのオーバーフローを受け止めること。双方の機能を兼ねているものでも認めらる。
また､ 転倒時にコース上にガソリンがこぼれる事を防ぐため、キャブレターのエアベントからも
チューブを出しキャッチタンクに入れること。

　　※   一部キャブレターにはエアベントチューブを付けると、通路をふさがれる場合がありますので、
その場合はオーバーフローのみでも可とする。

　　  ・ガソリンキャッチタンクの容器は外見から中身が確認できる耐油性（耐ガソリン）の容器を使
用すること。空き缶やペットボトルは使用できない。

　　  ・ガソリンキャッチタンク内のガソリンはコースインする前に空の状態にすること（走行中に溢
れないようにご注意ください）。また、ガソリンキャッチタンク内のガソリンはガソリンタンクに
戻す事はできない。

　　  ※４ストミニバイク走行会や公開練習において無料で車両相談を実施しています。仕様や改造変
更等、実車を見ながら確認できますので、是非ご利用ください。

ブリーザーホースにクラン
クケース内圧コントロー
ルバルブ・ワンウェイバル
ブの追加は認めない。

～ 24）オイルドレンボルト・オイルフィラーキャップ
　　  ・オイルドレンボルトおよびオイルフィラーキャップは閉じた状態で漏れないようにすること。

さらにこれは如何なる場合においても誤って開くことのないように完全にワイヤーロックしなけ
ればならない。また､ フィラーキャップをブリーザーチューブ等を装着するために変更している
場合は、ホース等を固定するためのワイヤリングを行うこと。

　　  ・全てのドレーンプラグはワイヤーロックしなければならない。外部オイルフィルタースクリュー
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～ 25）テレメトリー
・走行しているバイクへの情報を伝える、または動いているバイクからの情報を得ることは禁止とする。
例えば無線や携帯電話をヘルメットに内蔵してチームとやり取りをする事などは一切禁止とする。
～ 26）カメラ搭載について
競技車両へのカメラ搭載については、以下誓約項目を厳守できるもののみ取付けが許可される。公式
車検において取付状態の確認を受けること。（カメラ取付方法）
①カメラにストラップ穴がない場合
防水カバーにタイラップ等を巻き、カバーをマウントしているステーと車体間をワイヤリングし、脱
落防止すること。
②カメラにストラップ穴がある場合
カメラのストラップ穴と車体間をワイヤリングし、脱落防止すること。
③上記①・②に該当しないカメラの場合
ガムテープ等でカメラ本体と車体間を確実に固定し、脱落防止すること。

（誓約項目）
1.   私はヘルメット及び装備品に、ウェアラブルカメラを取り付けないことを誓約します。
2.   私は、車載カメラを競技車輌に安全上確実な方法で取り付けを行ないます。
3.   私は、競技車輌に車載カメラを搭載するにあたり、撮影したものを以下１）～３）の内容で使用し

ないことを誓約します。
　１）個人の私的利用の範囲を超え、営利目的の使用
　２）広告宣伝活動等
　３）レース競技判定等
4.   私は、車両回収および車両撤去時において、万が一車載カメラが破損した際も、その当事者や主催

者に一切の損害賠償責任は問わないことを誓約します。
～ 27）決勝中のパーツ交換について
決勝中の以下のパーツの交換はできない。ただし、競技監督の許可した場合のみできる。
・メインフレーム　※ 1 万円の手数料金が必要。
・クランクケース　※ 1 万円の手数料金が必要。
・燃料タンク　　　※ 1 万円の手数料金が必要。
・キャブレター / スロットルボディー（ジェット類、ニードル等のセッティングパーツを除きます）
※許可無く交換した場合は罰則が科せられる。

およびオイルフィルターボルトでオイルパンに進入するもの、オイルクーラー、フロントフォー
クドレンボルト等のオイル供給パイプについても全て安全にワイヤーロックしなければならない。

　　　※ワイヤーは 0.5mm 以上の物をご使用すること。
　　　※ワイヤーロックのためのボルト・ナット等への穴あけ加工は認めらる。
　　　※ワイヤーロックは締め方向にテンションをかけること。
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第 46 条グロメットクラス (GROM、MONKEY125) および KSR110（PRO 含む）Z125PRO クラス
車両規則
～ 1）参加車両
　　・グロメットクラスは以下の車両が参加できる。
　　  ㈱ホンダモーターサイクルジャパンより一般市販されている GROM（並行輸入車は参加出来な

い。）。
　　㈱ホンダモーターサイクルジャパンより一般市販されている MONKEY125（型式 2BJ-JB02）。
　　㈱ホンダ・レーシング（HRC）より販売されている 4 速ミッションの『HRC GROM レースベース車』。
　　※ 5 速ミッションの『HRC GROM レースベース車』は参加できない。
　　・KSR110 および Z125PRO クラスは以下の車両が参加できる。
　　  ㈱カワサキモータージャパンより一般市販されている KSR110、KSR110PRO、Z125PRO（並行

輸入車は参加出来ない。）。
～ 2）ボディーワーク
　　  1）フェアリングの追加が認めらる。ただし、一般市販の 5 速ミッションのＧＲＯＭと『HRC 

GROM レースベース車』はフェアリングの追加は認められない。（旧型車両に対する救済措置）
　　  ゼッケンナンバープレートを兼ねたアッパーカウルと、規定のオイル量を保持できるアンダーカ

ウルおよびそれらを取り付ける為のステーの追加が認められる。ただし、カウルを追加する場合
の取り付けはアッパーカウルとアンダーカウルは個々に独立して保持される構造にすること。フェ
アリングの最大幅 550mm を超えてはならない。

　　  2) シートの変更が認められる。シートまたはその後方にあるすべてのものは、幅 400mm を超え
てはならない（エキゾーストパイプを除く）。シートカウルの後端は、リヤタイヤ後端から垂直に
引かれた線より後ろに出てはならない。シートレールの交換はできない。余分なステーのカット、
取り付けのためのシートレールの最低限の加工は許可される。

　　  3) フロントフェンダー変更の場合、フロントフェンダーはフロントホイールスピンドル水平線前
方上方 45°から、フロントホイールスピンドルを通る水平線より上方の範囲でなければならない。
フロントフェンダーにウイングを装着することは禁止される。

　　  ただし、タイヤとの干渉を防ぐ目的として最低限の改造および追加が認められる。追加したもの
が走行時に脱落しないようにボルト・ナットまたはビス等で確実に固定すること。タイラップに
よる固定は禁止とする。

　　4）ナンバーブラケット用ステーの取り外しは認められる。
～ 3）ブレーキ
　　1）リモート式のブレーキレバーへの変更は禁止とする。
～ 4）タイヤ・ホイール
　　1）  ホイールの変更・サイズの変更が認められる。ただし、材質はアルミニウムまたは鉄ホイール

に限定される。市販車にフロントフォークとリヤフォークの改造なしで取り付けられること。
　　2）スピードメーター駆動部の取り外しとスペーサー（カラー）の変更が認めらる。
～ 5）エンジン関連
　　  ・エンジンは、メーカー出荷時の純正品とする。ただし、以下のエンジン関連部品については、

アフターマーケット品を含め以下の内容が認められる。※ハイカム、ハイコンプピストンは使用
できない。

　　1）スパークプラグ、ハイテンションコード、プラグキャップの変更
　　2）アクセルワイヤー、クラッチワイヤー、スロットルグリップの改造および変更
　　3）CDI ユニット、イグニッションコイルの変更
　　4）  ECU（エンジンコントロールユニット）のユニット変更およびデータの変更
　　　  グロメットクラスは ｢HRC 製 ECU｣ または「純正 ECU」のみに変更が限られる。
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　　5）サブコンの追加
　　　　グロメットクラスは「純正 ECU」使用時に限り、サブコンの使用が認められる。
　　6）ワイヤーハーネス・スイッチ類の改造および変更
　　7）リミッター解除装置の追加
　　8）クラッチスプリングの変更
　　9）KSR110、KSR110PRO に限りマニュアルクラッチへの変更が認められる。
～ 6）キャブレター／スロットルボディー
　　1）  KSR110 クラスに限りキャブレターセッティングパーツおよびベンチュリー口径φ 22 で型式

違いのキャブレターに変更が認められる。
　　2）  グロメットクラスおよび Z125PRO クラスは、スロットルボディーおよびインジェクターは

市販時から改造、変更することはできない。
～ 7）ギヤレシオ／チェーン
　　・ドライブおよびドリブンスプロケットの変更が認められる。
　　・ドライブチェーンは市販車と同じ材質およびサイズのものであれば変更が認められる。
　　・グロメットクラスはミッションの変更はできない。
　　・  KSR110 クラスはアフターマーケット品のミッション（セットおよび段数変更含む）への変更

が認められる。
　　・Z125PRO クラスはミッションの変更はできない。
～ 8）吸気系
　　1）エアクリーナーエレメントは改造、変更もしくは取り外しを認められる。
　　2）吸気系（エアクリーナー回り）
　　  ⑴ KSR110 クラスは、キャブレターとエンジンを接続するインシュレターおよびインレットパイ

プは、取り外しもしくはキャブレターのエンジン側の口径と同径までのアフターマーケット品に
変更するか追加工が出来る。

　　  ⑵スロットルとエアクリーナーを接続するコネクティングチューブは改造が認められる。取り外
しおよび変更は禁止とする。

　　  ⑶エアクリナーボックスは市販車から変更は禁止とする。ただし、下記については除外とする。
　　・外観を変更しない範囲で、内部の改造が認められる。
　　・エアクリーナーに取り付けられている吸気ダクトは、改造および取り外しが認められる。
　　・KSR110 クラスはエアクリーナーボックス内の隔壁のみ切除が認められる。
　　  ⑷クローズドブリーザーシステムを市販車仕様から変更することは禁止とする。
～ 9）排気系
　　1）  エミッション対策用２次空気供給装置はパイプ部分で孔を塞ぐことは可とする。エンジン内部

で、孔を塞ぐ加工をすることは禁止とする。
～ 10）燃料系
　　1）  燃料タンクおよびフューエルコック、フューエルライン、フューエルコネクターの改造および

変更はできない。
　　2）燃料ポンプおよびプレッシャーレギュレーターは市販車から改造および変更はできない。
～ 11）サスペンション
　　1）  フロントサスペンションはオイルの変更・油面の調整、プリロード調整用のカラーの改造、変

更および取り付け位置調整による車高変更は認められる。フォークキャップの変更を含め
て、プリロードアジャスターの追加も認められる。5 速ミッションでない一般市販ＧＲＯＭと
KSR110 に限り、スプリングの変更も認められる。

　　2)  フロントフォークの内部パーツの変更が認められる。バルブ形式の変更や追加も認められる。（ア
ウターとインナーチューブの変更はできない。）
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　　3）  リヤサスペンションはフレームとリヤフォークを改造しないで取り付けられるスプリングおよ
びカラー（ワッシャーおよびプリロード調整機構含む）を追加、変更することが認められる。
バンプラバーは各機種毎に指定された長さまで、市販車に装備された状態から長さ調整（カッ
ト）することが認められる。

～ 12）計器類
　　1）市販車に標準装備されている計器類から追加および変更が認められる。
　　2）タコメーター装備の為に車輌への最低限の加工が認められる。
　　3）スピードメーターの駆動用ギヤおよびワイヤーの取り外しが認められる。

～ 13）電装系
　　・  バッテリーは変更することが出来るが、セルスターターによる始動装置が装備された市販車は

スタータースイッチで、始動装置が作動してエンジンが始動出来ること。
　　※押しがけでの始動は禁止

第 47 条エンジョイクラス車両規則
《エンジョイクラスの趣旨》
「車両にあまりお金をかけたくない」「初参戦だからまずはノーマルに近い車両で参戦」という方が楽
しめるように改造範囲を制限しています。例えば、エンジョイクラスの規則の中で車両を作り込み、「軽
く速いライダーを集めて優勝を狙う！」というチームはエンジョイクラスの趣旨に合わない為、Moto
ミニクラスへ参加ください。

車両規則基本仕様に加えて下記の制限が加えられる。
～ 1）参加車両
　　排気量が 100 ｃｃ以下の 4 サイクルエンジンを搭載した公道用一般市販車
　　APE100、APE100 タイプ D、XR100 モタードのみとする。
～ 2）タイヤ・ホイール
　　・メーカー出荷時のホイールサイズからサイズを変更は禁止とする。
　　　（12 インチから 17 インチに変更できない）
～ 3）オイルクーラー
　　・オイルクーラーの使用できない。
～ 4）エンジン関連
　　・シリンダーを純正部品以外へ変更および改造は禁止とする。
　　　カムシャフト、カムバルブ、バルブスプリング等の変更および改造は認められる。
　　　カムバルブ変更に伴うバルブシート面すり合わせについては、改造とみなさない。
　　・ピストンを純正部品以外へ変更および改造することは禁止とする。
　　・シリンダーヘッドは市販時の純正品を使用しなければならない。改造も不可とする。
　　・６速のミッションは使用できない。
　　・オイルシャワー機能は使用できない。
～ 5）キャブレター／スロットルボディー
　　・キャブレターは自然吸気のみとし、過給器の使用、フュエルインジェクションは使用できない。
　　・  キャブレター本体のベンチュリー口径は 22 Φ相当以下とする。なお、オーバル形状のキャブレ

ター（XR100R 等）については、横と縦の直径を計測し、22 Φ相当か判断する。
　　※エイプ、XR、ドリーム 50 等のノーマルキャブレターは使用を可とする。
　　  ※リストラクターによって 22 Φにしても参加は認められない。また、ベンチュリー部分の加工に

よる調整は一切不可とする。
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　　（例）22 Φのキャブレターにスリーブ入れ 22 Φにする等。
　　・  キャブレターの各ジェットおよびニードル類、フュエルホース、エアファンネル、インシュレー

ター、コネクティングチューブの変更が認められる。
～ 6）サスペンション
　　・倒立式のフロントサスペンションは使用できない。
　　　（フロントのみ制限いたします。）

第 48 条 Moto ミニクラス車両規則
車両規則基本仕様に下記の制限が加えられる。
～ 1）参加車両
　　  排気量が 100 ｃｃ以下の 4 サイクルエンジンを搭載した公道用一般市販車および下記の一部の競

技専用車両。
　　YAMAHA　TTR90
　　HONDA　  XR100R、CRF100F、XR80、XR70、XR50、CRF50、Z50R、ドリーム 50R
～ 2）オイルクーラー
　　・Moto ミニクラスのみオイルクーラーを取り付けすることができる。
　　・  オイルクーラーホースの取り付けについては、ねじ込み式ジョイントでなければならない。バ

ンドでのホース固定は禁止する。（図１参照）
　　・オイルクーラーホースは必ず耐熱・耐圧・耐油ホースを使用すること。
　　・オイルクーラー本体は、堅牢なステーで車両本体（フレーム）に確実に取りつけること。
　　　その為のステー追加とフレームへの最小限の加工は認める。
　　・オイルシャワーは使用できない。

～ 3）エンジン関連
　　・ボルトオンで乗せ換え可能な同型エンジンへの変更認められる。
　　・排気量１００cc 以下を守る範囲で改造および変更が認められる。
　　・ミッションは６速までの範囲で変更が認められる。
　　・ウェットタイプからドライタイプへのクラッチの変更が認められる。
　　・クラッチワイヤーの改造および変更が認められる。
～ 4）キャブレター / スロットルボディー
　　・キャブレターは自然吸気のみとし、過給器の使用、フェールインジェクションは使用できない。
　　・  キャブレター本体のベンチュリー口径は２２Φ相当以下とする。なお､オーバル形状のキャブレター（Ｘ

Ｒ１００Ｒ等）については､ 横と縦の直径を計測し、２２Φ相当か判定する。
　　※エイプ、ＸＲ,ドリーム５０等のノーマルキャブレターは使用認める。
　　※  リストリクターによる口径制限はありませんので、２４Φのキャブレターをリストリクターによって２２

Φにしても参加は認められない。また、ベンチュリー部分の加工による調整は一切不可とする。
　　（例）２４Φのキャブレターにスリーブを入れ２２Φにする等。
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　　・  キャブレターの各ジェットおよびニードル類、フューエルホース、エアファンネル、インシュレーター、
コネクティングチューブの変更が認められる。

～ 5）燃料タンク
　　・  改造（追加加工含む）および自作したタンクも使用できる。ただし、事前に公開練習会や走行会

で実施される車検相談会にてガソリン漏れ等が無いかチェックを受けなくてはならない。公式車検
において、改造タンク申請書を提出しなくてはならない。

　　・  改造（追加加工含む）および自作したタンクを使用の場合は、タンク内に防爆材を完全に補充す
ること。

　　※防爆材 ･･･ 耐ガソリンのスポンジ形状のもので、ガソリンの急激な移動を防止する。
　　  ツインリンクもてぎパドック内「グランツーリスモカフェ」や大型２輪用品販売店等でも販売されてい

る。イベント日やレース直前は売り切れる場合がございますので早めに準備すること。
　　・  車両に固定された１つの燃料タンクに燃料を入れること。シートタンクおよび補助タンクの取り付け

は禁止とする。
～ 6）ボディーワーク
　　・  カウリングをアフターマーケットのものに変更することを認める。また、外観の変更も認められる。

MOTO フェスティバル公認車両にカウルが装備されていない場合は、ナンバープレートを兼ねた
アッパーカウルと規定のオイル量を保持できるアンダーカウルおよびそれらを取り付けるため、の
ステーの追加が認められる。ただし、カウルを追加する場合の取り付けは、アッパーカウルとアンダー
カウルは個々に独立して保持される構造にすること。

～ 7）フロントフォーク
　　・フロントフォークは形式（正立か倒立か）を含めて変更が認められる。
　　・  セッティングパーツ（内部バルブ機構、スプリング、カラー等）およびオイルの変更、プリロードアジャ

スターの追加等も可とする。
　　・  ステアリングステムセット（アッパーブラケット、アンダーブレケットアッセンブリー）の変更も認め

られる。ただし、ステムセットにチタニウムを使用することは禁止とする。
～ 8）リヤサスペンションユニット
　　・  リヤサスペンションの変更が認められる。ただし、フレームを改造しない範囲（ボルトオン）で取り

付けられること。フレームを改造しないで、ボルトオンのアタッチメントを介して取り付けられるユニッ
トは使用可とする。

　　・  リヤクッションの形式（１本または２本）の変更も認められるが、Moto フェスティバル公認車両の
フレームを改造なしで取り付けできること。

　　・  セッティングパーツ（内部バルブ機構、スプリング、カラー等）およびオイルの変更は認められる。
～ 9）リヤフォーク（スイングアーム）
　　・  リヤフォークは改造および変更が認められる。ただし、Moto フェスティバル公認車両のフレーム

に改造なし（ボルトオン）取り付けられること。
　　・リヤフォークの材質にチタニウムを使用することは禁止とする。
～ 10）電装
　　・プラグの他、イグニッションコイル、イグニッション、プラグキャップは変更は認められる。

第 49 条 NSF100 クラス車両規則
㈱ホンダ・レーシング (HRC) にて告知される『NSF100 HRCトロフィーレギュレーション』の車両規則
に準拠した車両とし、以下の内容を除き改造変更は不可とする。
～ 1）ナンバープレート（ゼッケン）
　　・車両規則基本仕様に準ずる。
～ 2) タイヤ
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　　・車両規則基本仕様に準じる。
～ 3) ブレーキ
　　・ブレーキパッドの変更は認められる。
　　・ブレーキホースの変更は認められる。
～ 4) エンジン関連
　　・キックペダルの取り付けを行うこと。

第 50 条 GROM Cup クラス車両規則
㈱ホンダ・レーシング（HRC）にて告知される『HRC GROM Cup』の車両規則に準拠した車両とし、
以下の内容を除き改造変更は認めない。
～ 1）ナンバープレート（ゼッケン）
　　・車両規則基本仕様に準ずる。
～ 2）タイヤ・ホイール
　　・車両規則基本仕様に準ずる。
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MFJ エンジョイライセンスについて

MFJ エンジョイライセンスについて
この Moto ミニ 3Hours は、ＭＦＪの承認のもとイベントが開催されています。
そのためライダーは全員が、ＭＦＪのライセンスを取得していることが必要です。

『MFJ エンジョイライセンス』は一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会が発行する
ミニバイクなどのレースイベントに参加するための会員証です。

●ＭＦＪとは…
　  一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）は、日本国内のモーターサイク

ルスポーツを統轄する機関で、モーターサイクルスポーツの世界 統轄機関である国際モー
ターサイクリズム連盟（FIM）に加盟する唯一の日本代表機関です。モーターサイクルスポー
ツの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的として様々な活
動を行っています。

●ＭＦＪエンジョイ会員年会費
　  年会費 3,350 円（Ｃ区分）、エンジョイ会員会費には、スポーツ安全保険掛金、保険事務

手数料が含まれています。
●取得条件
　運転免許証（原付以上）をお持ちの方は申請書をご利用いただき、すぐに取得できます。
●お申込み方法
　インターネット（パソコン、スマートフォン）か郵送
●問合せ先
　一般財団法人　日本モーターサイクルスポーツ協会
　〒104-0045 東京都中央区築地 3 丁目 11 番 6 号　築地スクエアビル 10 階
　TEL 03-5565-0900　（定休日　土・日曜・祝日）
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2021年「Motoミニ限定会員」のご案内2021年「Motoミニ限定会員」のご案内2021年「Motoミニ限定会員」のご案内 2021 年 1月
TRMC-S事務局 

【Motoミニ限定ライセンス概要】

申し込み方法

ＭＳ共済会
適用範囲

・４ストミニバイク走行会開催時の受付カウンターにてお申込みください。

原動機付自転車免許以上所持者。もしくは、満12 歳以上でＭＦＪロードレースジュニアライセンス以上所持者入会資格

料金

入会時に
ご提出

いただくもの

7 月 4 日

5 月 6 日 （ 木 ）
6 月 1 6 日 （ 水 ）
9 月 1 1 日 （ 土 ）
1 0 月 1 1 日 （ 月 ・ 祝 ）

　

4ストミニバイク走行会 （レース開催日と前日の特別スポーツ走行）33

（レース開催日と前日の特別スポーツ走行）Motoミニ3Hours11

（レース開催日と前日の特別スポーツ走行）22 Motoミニ3Hours

1 0 月 3 1 日

例えば、Motoミニ3Hoursに出場する場合の比較をしてみよう！
★「Motoミニ限定会員有効イベント」に2回以上ご参加の方、入会いただくとお得です。

※開催日程および開催クラス名称は、変更となる場合がございます。

2021年Motoミニ限定会員ツインリンクもてぎ有効イベント 日程は変更および中止になる場合がございます。
予めご了承ください。

・Motoミニ3Hours
・4ストミニバイク走行会
※イベントレース当該週の特別スポーツ走行を含む。

・鈴鹿M i n i - M o t o 4 時間耐久ロードレース
・鈴鹿M i n i - M o t o 合同走行会

　

・運転免許証 （お持ちでない方は、ＭＦＪロードレースジュニアライセンス以上）
・ＭＦＪ競技ライセンス （取得している方のみ）
・認印
・料金（1 5 , 3 00 円）
【２０歳未満の場合、以下も併せてご用意ください。】
・Motoミニ限定会員申込書
　申込用紙裏面の《誓約書・承諾書》に親権者の署名／実印の捺印が必要なため、事前に入会申込書の申請をお願い
　いたします。
・親権者の実印の印鑑登録証明書（発行日より3  ヶ月以内のもの）

5 月 6 日 （ 木 ） ・ 6 月 1 6 日 （ 水 ） ・ 9 月 1 1 日 （ 土 ） ・ 1 0 月 1 1 日 （ 月 ・ 祝 ）

※共済会のみの適用につき入場や割引の特典はございません。

入会条件

申込日

・４ストミニバイク走行会にて開催される当該年度の「安全運転座学」を受講した者に限る。
※当該年度の受講確認できない場合は、受付カウンターにてお申込みください。

年会費 5 , 3 00 円 ＋ ＭＳ共済会会費 1 0, 000 円 → 計 1 5 , 3 00 円

●入場料・駐車料は無料とはなりません。

Motoミニ限定会員

年会費

合計

M S共済会会費

レース参加時の登録料

非会員 【 入 会 ま で の 手 順 】

2

15,300円

10,000円

0円

15,300円

7,000円×2回＝14,000円

3,200円

17,200円

Motoミニ限定会員とは、ツインリンクもてぎで開催いたします。4ストミニバイクの走行会やレースにご参加される際にもて
ぎ・鈴鹿共済会（ＭＳ共済会）が適用される会員制度です。
当制度はMotoミニ3Hours（走行会・レース）参加時ＭＳ共済会会費をその都度お支払いいただく必要がございません。また、
参加料金も会員料金が適用され、レース時のライダー受講料も無料となります。
TRMC-S 会員に適用される各種特典はございませんが、その分安価な料金設定になっております。
適用されるレースや詳しい料金は下記の通りとなります。皆様のお知り合いの方でご入会をご検討の方がいらっしゃいました
ら、ご紹介くださいますようお願い申し上げます。

４ストミニバイク走行会
で「安全運転座学」を受
講

４ストミニバイク走行会
受付カウンターで手続き

memo
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